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平成３０年第１回訓子府町議会定例会会議録 

 

 

○議事日程(第２日目) 

平成３０年 ３月 ８日（木曜日）       午前９時３０分開議 

 

第１３ 議案第１９号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

第１４ 議案第２１号 訓子府町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

第１５ 議案第１１号 平成３０年度訓子府町一般会計予算について 

第１６ 議案第１２号 平成３０年度訓子府町国民健康保険特別会計予算について 

第１７ 議案第１３号 平成３０年度訓子府町後期高齢者医療特別会計予算について 

第１８ 議案第１４号 平成３０年度訓子府町介護保険特別会計予算について 

第１９ 議案第１５号 平成３０年度訓子府町下水道事業特別会計予算について 

第２０ 議案第１６号 平成３０年度訓子府町水道事業会計予算について 

第２１ 議案第１７号 町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

第２２ 議案第１８号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

           いて 

第２３ 議案第２０号 訓子府町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制 

           定について 

第２４ 議案第２２号 訓子府町指定居宅介護支援等に関する基準を定める条例の制定に 

           ついて 

第２５ 議案第２３号 訓子府町中小企業・小規模企業振興条例の制定について 

第２６ 議案第２４号 町道路線の廃止について 

第２７ 議案第２５号 町道路線の認定について 
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開議 午前 ９時３０分 

    ◎開議の宣告 

○副議長（西山由美子君） 皆さま、おはようございます。 

 それでは定刻になりました。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 議長欠席のため、地方自治法第１０６条第１項の規定により、副議長の私が議長の職務

を行います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の出欠報告をいたします。本日は、上原議長から欠席の届け出が出ております。し

たがって９名の出席であります。上原議長については、本日午前中の欠席であります。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布してあるとおりです。 

 

    ◎議案第１９号、議案第２１号、議案第１１号、議案第１２号、議案第１３号、 

     議案第１４号、議案第１５号、議案第１６号 

○副議長（西山由美子君） この際、日程第１３、議案第１９号、日程第１４、議案第２

１号、日程第１５、議案第１１号、日程第１６、議案第１２号、日程第１７、議案第１３

号、日程第１８、議案第１４号、日程第１９、議案第１５号、日程第２０、議案第１６号

は、関連する議案なので一括議題といたします。 

 各案に対する提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 まず、議案第１９号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についての提案理

由の説明を求めます。議案書８２ページです。 

 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（谷方幸子君） 議案書の８２ページをお開き願います。 

 議案第１９号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説

明をさせていただきます。 

 国民健康保険条例（昭和３４年条例第６号）の一部を改正する条例を次のように制定し

ようとするものであります。 

 ページの一番下の説明欄にありますように、国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第

３６２号）の一部を改正する政令の施行および国民健康保険の都道府県化に伴う葬祭費支

給額について、所要の改正をしようとするものであります。 

 今回の改正につきましては、国民健康保険の都道府県化に伴う法改正により、法令上「国

民健康保険運営協議会」という文言がなくなるため、「訓子府町国民健康保険事業の運営に

関する協議会」に改正しなければならないものです。 

 また、葬祭費の支給額につきましては、療養の給付と同様に、全道どこの市町村に住ん

でいても同じ給付が受けられるよう統一することとしたことによる改正です。 

 それでは、記以下について説明させていただきます。 

 国民健康保険条例の一部を改正する条例。 

 国民健康保険条例（昭和３４年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 ここで、８３ページをご覧いただきたいと思います。新旧対照表を載せてございますの

で、これにより説明させていただきます。 

 表の右側が現行、左側が改正案となっておりまして、改正部分に下線を引いてございま
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す。 

 第１章、第２章の「国民健康保険」を「国民健康保険の事務」に、「国民健康保険運営協

議会」を「訓子府町国民健康保険事業の運営に関する協議会」に改めるものです。 

 これにより、国保運協の正式名称が変わることになります。 

 また、葬祭費につきまして、現行５万円から３万円に改めるものであります。 

 ８２ページにお戻りください。 

 次に、附則の説明をさせていただきます。 

 １項では、施行期日について規定しておりますが、平成３０年４月１日から施行するも

のであります。 

 ２項では、経過措置の規定でありますが、施行日前に死亡した被保険者に係る葬祭費の

額については、なお従前の例によるものでございます。 

 ３項では、委員の報酬や費用弁償について定めている特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例についても、国民健康保険運営協議会の名称を改正するもの

です。 

 以上、議案第１９号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について提案理由

の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

○副議長（西山由美子君） 次に、議案第２１号 訓子府町介護保険条例の一部を改正す

る条例の制定についての提案理由の説明を求めます。議案書８６ページです。 

 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（谷方幸子君） 議案書の８６ページをお開き願います。 

 議案第２１号 訓子府町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由

の説明をさせていただきます。 

 訓子府町介護保険条例（平成１２年条例第１１号）の一部を改正する条例を次のように

制定しようとするものであります。 

 このページの一番下の説明欄にもありますように第７期介護保険事業計画期間中の平成

３０年度から平成３２年度までの保険料率に関する経過措置について定めるものでありま

す。 

 記以下について説明させていただきます。 

 別紙としておりますが、新旧対照表でご説明したいと思います。 

 ８８ページをご覧いただきたいと思います。新旧対照表を載せてございますが、表の右

側が現行、左側が改正案となっておりまして、改正部分に下線を引いております。 

 第３条は、保険料率の規定でありますが、平成２７年度から２９年度までの第６期介護

保険計画が終了し、第７期介護保険計画期間中の平成３０年度から３２年度までの保険料

率を新たに設定するものであります。 

 添付資料でご説明いたします。８９ページをご覧いただきたいと思います。 

 左側が第６期、右側が第７期となっておりまして、それぞれ保険料率と年額保険料の対

比となっております。まず、表の右上に表示しておりますとおり、基準月額が第６期４，

２００円に対し、第７期は、サービス給付費の上昇等により、４，８５０円に引き上げと

なります。 
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 次に、保険料段階については、これまでどおりとし、保険料率である「基準に対する割

合」につきましては、第１段階から第５段階までを従来の率を踏襲し、第６段階から第９

段階については、国の保険料率に準じることとしております。結果としまして、第１号被

保険者が負担する年額保険料は、それぞれ右側欄に記載しているとおりに改定されるもの

でございます。 

 ８７ページにお戻りください。 

 第３条、第２号につきましては、第１段階の者について、８９ページの表にもあります

が、低所得者の保険料軽減のため２万６，２００円と定めております。 

 次に、附則であります。 

 第１条は、施行期日の規定ですが、この条例は平成３０年４月１日から施行するもので

あります。 

 第２条は、条例第３条に規定する保険料の適用についての経過措置となっております。 

 以上、訓子府町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を

させていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○副議長（西山由美子君） 次に、議案第１１号 平成３０年度訓子府町一般会計予算に

ついての提案理由の説明を求めます。別冊予算書２ページです。 

 副町長。 

○副町長（佐藤明美君） それでは、議案第１１号 平成３０年度訓子府町一般会計予算

についての提案説明をさせていただきます。 

 内容につきましては、事前に配布しております「各会計予算案の説明資料」が別冊であ

ると思うんですけども、それと「平成３０年度各会計予算書」、この２冊で説明をさせてい

ただきたいと思います。最初については説明資料の方で説明させていただきます。 

 そして、説明の中で、毎年そうですけども、前年あるいは昨年と表現する部分につきま

しては平成２９年度を、本年度と表現するのは平成３０年度ということで指しております

ので、その辺についてもよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、先に配布しております各会計予算案の説明資料をご覧いただきたいと思いま

す。 

 まず１ページでございますけども、１ページにつきましては、予算案の概要を記載して

おります。予算編成にあたりまして国の経済状況は景気の緩やかな回復基調を期待されて

いる一方で、海外経済の不確実性や、金融資本市場の変動の影響に留意する必要があると

し、あわせて効果を実感できない地域の隅々まで、その国の効果を波及させるような施策

実施の必要性が言われております。これは国の話でございますけども。 

 しかし、経済・財政再生計画におけます集中改革期間の最終年でもありまして、歳出改

革等を着実に実行することとしまして、国の財政の厳しい状況を踏まえ、歳出全般にわた

り聖域なき徹底した見直しを推進するということにしておりまして、これは地方において

も国の基調に合わせることを求めているものでございます。 

 このような状況下で「まち・ひと・しごと創生事業」を含め地方の安定的な財政運営に

必要となる一般財源の総額は前年度を下回らない水準を確保されているものでございます

けれども、地方交付税においては２％、交付税の穴埋めとして臨時財政対策債で１．５％、

それぞれ減額となっているのが現状でございます。これを踏まえますと今なお厳しい状況
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にあるといえるんではないかと思います。 

 このようなこともございまして、本町の大きな財源である普通交付税では前年対比５千

万円の減、それと臨時財政特例債では２千万円の減、合わせて７千万円、３．４％の減と

いう予算計上になっております。 

 歳出におきましては、スポーツセンター建設事業、青少年研修館建設事業、それと道営

北東地区の着工をはじめとしました農地整備事業の８地区、これの予算計上、さらに公債

費の一部繰り上げ償還を計上するなど、将来をも見据えながらも「まちづくりと財政健全

化を両立させた行財政の均衡を図る」とともに持続可能な町づくりを進めることに重点を

おいた今回の予算編成となっているものでございます。 

 その結果としまして、本年度の一般会計の予算総額は８億９，３５０万円増で、前年対

比でいきますと１８．４％の増加額となってございます。 

 その款ごとの予算額と伸び率につきましては、５ページになりますけども、下の表の歳

出をご覧いただきたいと思います。 

 まず、議会費の方では、議会基本条例関連経費の伸びがありまして、率でいきますと２．

６％の伸び。 

 それと総務費では、昨年は役場庁舎屋上の防水改修と社会資本整備基金の農地整備区分

への積み立てがございましたので、これは農地整備のが大きいんですけども、大きく６６．

４％の減。 

 民生費においては、国民健康保険繰出金が大きく減ったということがございまして、７．

７％の減となっております。 

 衛生費におきましては、これは合葬墓建設事業の終了、これによりまして、大きくは６．

４％の減となっております。 

 農林水産業費においては、先ほど言いました８地区の農業基盤整備事業、これの伸びに

よりまして２７．６％の増。 

 商工費では、産業観光振興協議会で昨年製作しましたイメージキャラクター、これの分

の終了に伴いまして４．９％の減となっております。 

 土木費では、除雪グレーダー購入整備、それと単身者住宅メゾン１００、これの修繕な

どの終了によりまして１９．６％の減。 

 消防費では、救急ワークステーションの本部職員の配置に、新しく配置しましたことに

伴いまして１．３％の増でございます。 

 教育費では、ご存じのように大きくはスポーツセンター整備事業および青年研修館整備

事業に伴いまして２０１．８％の伸びという状況になってございます。 

 公債費においては、公住債の繰り上げ償還に伴いまして５９．６％の増。 

 給与費においては、給与改定や欠員補充などによりまして３％の伸びということになっ

てございます。 

 ８ページには、各会計の人件費の資料を載せてございますけども、一番下の合計欄の右

から４列目、８億５，３８８万８千円が一般会計と特別会計の合わせた人件費の総額にな

ります。 

 これらの具体的な内容等は歳出の予算書の中であらためて説明させていただきます。 

 次に、９ページ、この表につきましては、基金の保有状況を一覧にしたものでございま
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して、表の一番下から４行目の右側、３６億１，５８６万円が一般会計の平成３０年度末

の基金保有見込額となります。 

 １０ページ、ここからは投資的事業、そして１５ページからは補助奨励費、１９ページ

からは扶助費を、これらには事業内容や事業量、または財源内訳を記載しております。２

２、２３ページは、平成３０年度における債務負担行為の支出予定額を一覧にしていると

いうものでございます。 

 ４３ページから後ろのページは投資的事業箇所図を添付しておりますので、それぞれこ

この部分については後ほどご覧をいただければと思います。 

 そして、この後の予算の内容につきましては、新規事業など特別なものを中心に説明さ

せていただきたいと思いますけれども、それについてもよろしくお願いいたします。 

 それでは次にですね、予算書の方で説明に入っていきたいと思いますのでよろしくお願

いします。 

 まず、予算書の２ページになります。 

 議案第１１号 平成３０年度一般会計予算。 

 平成３０年度訓子府町の一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 第１条では、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５７億５，２９０万円と定める。 

 第２項では、歳入歳出予算の款項の区分および金額は、３ページから１２ページにあり

ますけれども、これは第１表の歳入歳出予算によることを規定しておりまして、これはご

覧いただくということにしまして、その内容は、後ほど１５ページ以降の事項別明細の中

で説明させていただきます。 

 第２条と第３条は、債務負担行為と地方債についての定めでございます。これにつきま

しても、後ほど１３ページの第２表と１４ページの第３表で説明をさせていただきます。 

 第４条では、金融機関から借り入れすることができる一時借入金の限度額になります。

本年度はスポーツセンター整備事業に係る工事請負費などを想定し、昨年より５億円多い

１０億円としているものでございます。 

 次に、１３ページをお開き願いたいと思います。 

 第２表につきましては、本年度の債務負担行為について、承認をいただこうとするもの

でございますけれども、本年度は５項目ございます。 

 一つ目は、空き家活用定住対策事業で、事業の詳細は歳出のところで説明いたしますけ

れども、本年は５件分を想定し、限度額を１，２００万円としているものでございます。

期間につきましては、平成３０年度から平成３５年度までとするものでございます。 

 二つ目は、季節労働者生活資金貸付金利子補給及び損失補償につきましては、一人２０

万円を限度とする生活資金貸付に対する利子補給率２．５５％とその貸付償還に対する回

収ができない場合の損失額を限度額としまして、期間を平成３０年度から平成３１年度と

するものでございます。 

 三つ目の麦作振興会コンバイン助成事業では、麦作振興会のコンバイン２台の導入に伴

う借入額６，０３０万円の償還金利子に対する補助で、償還期間の利息総額を限度額とし

まして１３７万２千円としております。期間につきましては、平成３０年度から平成３７

年度までというものでございます。 

 四つ目は、北海道訓子府高等学校入学生通学支援対策事業で町外から訓子府高校へ通学
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する新入学生徒のバス運賃に対する補助で、卒業するまでの分の限度額を１，３２９万９

千円、期間を平成３０年度から平成３２年度に設定するものでございます。 

 五つ目につきましては、北海道訓子府高等学校修学旅行費支援対策事業で、本年度入学

する生徒の１年後の修学旅行に対する補助で、限度額を１２０万円とし、期間を平成３０

年度から３１年度に設定するものでございます。 

 次に、１４ページ、これは第３表の地方債になります。本年度に予定しております起債

の本数は９件、総額１１億８，３８０万円、借り入れは証書借入、利率は５％以内とする

ものでございまして、詳細については、この後の事項別明細の中で説明していきたいとい

うふうに思います。 

 １５ページと１６ページにつきましては、歳入歳出の款別の予算額と財源内訳を記載し

ておりますけども、これはご覧をいただきたいというふうに思っております。 

 １７ページからは、事項別明細になりますけども、歳入歳出とも先ほど言いましたよう

に特徴的な部分についてのみ説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 それでは、早速１７ページの歳入から入りたいと思います。 

 まず上の表の１款、１項、これは町民税です。１目の個人では、昨年の均等割実績人数

を勘案し計上したほか、所得割においては、税率を６％と譲渡所得分３％、所得税との調

整が生じる住宅ローン控除分を昨年度の実績額としまして８８万６千円を減額計上してお

ります。その結果、現年度課税総額では、昨年より２，４４３万２千円多い、２億４，５

９７万７千円の計上となっております。 

 その下の２目の法人では、農業生産法人１５法人を含み、全９１法人で６８万２千円減

の２，６８１万６千円の計上となっております。 

 次に、下の表になります。 

 下の表の２項、１目の固定資産税です。これは法人の大型の太陽光発電施設の特例措置

がなくなったということと農業の償却資産課税標準額の伸びによりまして、差し引きしま

すと６１万２千円増の２億２，０６７万３千円の計上となっております。 

 次に、１９ページ、上の表になります。 

 ３項、１目の軽自動車税です。これは台数の実績に基づきまして１，９１４万１千円の

計上となっております。 

 次に、真ん中の表の４項、１目、町たばこ税では、紙巻きたばこの税率が昨年から上が

ったものの、全般的には喫煙率の低下の影響によりまして１７７万６千円減の３，３６９

万４千円を計上しております。 

 次に、２１ページ、これの２段目の表になります。 

 ２款、１項、１目、地方揮発油譲与税から、２３ページ、次のページの上から３段目の

表にあります８款、１項、１目の地方特例交付金、ここまでは国の地方財政計画や実績等

を勘案して計上したものになります。 

 その中で２３ページの一番上の地方消費税交付金につきましては、地方消費税の実績を

勘案し１，３００万円増の１億円の計上となってございます。 

 次に、２３ページの四つ目の表になります。 

 ９款、１項、１目、地方交付税の普通交付税では、基準財政需要額で平成２０年のリー
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マンショック時の状況を受けて危機対応策として設けられたものでございまして、歳出特

別枠の廃止や前年度実績による単位費用などを考慮し増減調整を行った結果５千万円減の

１８億５千万円で計上しております。 

 なお、特別交付税につきましては、前年と同額の１億円を見込んで、地方交付税総額で

１９億５千万円ということです。 

 次に、一番下の表の１１款、１項、１目の農林水産業費分担金につきましては、次のペ

ージにまたがりますけれども、それぞれ、道営事業における受益者負担からパワーアップ

分を除いた額の受益者分担金として６，０３３万７千円を計上しております。さらに、一

番最後の行の堆肥供給センターホイールローダ分担金では、事業費１，５１２万円の補助

残に対する農協の負担分４５０万円を分担金としまして、平成３０年から平成３９年度ま

での１０年間４５万円の分割で負担するという意味でございます。 

 次に、真ん中の表の１１款、２項、１目、民生費負担金の２行目、老人福祉施設負担で

は、養護老人ホーム措置者の年間の費用負担でございまして、本年度は新規１名分を見込

みまして１０万９千円を計上しております。 

 ５行目の配食サービス事業利用者負担金では、一食当たり３００円で、延べ４，４９２

食を見込みまして１３４万７千円を計上しております。 

 その下の移送サービスでは、これは延べ３４８回で３６万７千円を計上しております。 

 一番下の除雪サービスでは、これは６５世帯で８万５千円を計上してございます。 

 その下の２節の児童福祉負担金、広域入所利用者負担金では、他市町村への委託入所に

係るものでございまして、保護者負担金で１歳児１名分を想定しまして２７万２千円を計

上しているものでございます。 

 その下の２目、農林水産業費負担金の１節、農業費負担金の馬鈴薯集出荷施設維持費負

担金、これでは固定資産税および火災保険料分の負担金を徴収するものでございまして、

２８年度から１０年間の見直しを行ったものでございまして、本年度分は１５１万３千円

を計上しております。 

 その下の国営常盤地区総合農地開発事業負担金では、これは３名分の滞納分として１３

万円を計上しております。 

 その下の道営訓子府中央二期地区農業水利施設保全合理化事業負担金では、これは同事

業におけるパワーアップ事業の置戸町の住民の方、１名に係る負担分で３万６千円を計上

しております。 

 次に、一番下の表の１２款、１項、２目の民生使用料、ここの児童クラブ保育料では、

利用者見込みを平均４６名分で積算しております。それで１２８万１千円の計上となって

おります。 

 その下の温泉保養センター使用料では、昨年実績を見まして４万５，２００人を想定し

ております。それで１，１７２万３千円を計上しております。 

 次に、その下の３目、衛生使用料です。３行目、これは合葬墓使用料、これは昨年の８

月以降の実績で３件ございましたけども、本年度は５件分を見込んで１０万円を計上して

いるものでございます。 

 次に、一番下の行の４目になります。農業使用料の３行目、牧場使用料、ここでは清水

町などの町外からの牛２００頭分を含めてですね、全部で６２０頭を見込んで３００万６
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千円増の１，８８０万８千円を計上しているものでございます。 

 次に、２８ページの上の表になります。 

 ７目の教育使用料のこども園保育料では、入園見込数１７０名で積算しておりまして３

１，４８万５千円を計上しております。 

 この表の一番下の保健体育施設使用料、ここでは温水プールおよびパークゴルフ場の利

用者の減、それに加えてスポーツセンター取り壊しなどによる利用者減を考慮しまして９

６万６千円減の４０５万９千円の計上にしております。 

 次に、真ん中の表の１２款、２項、２目の衛生手数料、ここの廃棄物処理手数料では、

実績から特に生ごみのゴミ袋の売り上げの減によりまして９２万２千円減の１，３１１万

３千円の計上でございます。 

 次に、一番下の表の１３款、１項、１目、民生費国庫負担金の障害者福祉費負担金では、

次のページにまたがりますけれども、障害者自立支援法に基づきます自立支援給付事業に

対する国庫負担金の内容になりますので、説明欄に記載しておりますように、各事業の歳

出のそれぞれ２分の１、国の額は２分の１、１億４８万８千円を計上しております。 

 その下の国民健康保険基盤安定負担金、ここでは国保事業の保険税軽減分を保険者支援

分として交付されるものでございまして、道費負担と合わせまして国保会計に繰り出すと

いうものでございまして５９７万５千円を計上しております。 

 その下の児童手当負担金では、これは主にですね、全体人数の減少ということがござい

まして２１４万円減の５，１２６万円の計上でございます。 

 その下の介護保険低所得者保険料軽減負担金では、第１段階階層基準の割合を０．５か

ら０．４５に軽減したことによりまして、これは２分の１の負担になりますので４４万６

千円の計上となります。 

 その下の施設型給付費等負担金では、これは他市町村への、先ほどの広域入所です。昨

日の補正予算でもありました広域入所、委託入所と言っておりますけども、それに係る負

担金でございまして、私立保育所へ１名入ることを想定して、２分の１負担で４６万円を

計上しているというものでございます。 

 次に、３１ページ、一番上の１３款、２項、１目、総務費国庫補助金の個人番号カード

交付事業費補助金では、カード交付に係る補助金で、本年度においても情報提供がまだ国

の方からございません。そんなこともございまして平成２９年度交付金の上限額の通知と

同額１００万円を計上しているものでございます。 

 次に、１３款、２項、２目の民生費国庫補助金の高齢者医療制度円滑運営事業費補助金

では、これは後期高齢者医療保険料軽減見直しに係るシステム改修費の補助でございまし

て６９万４千円を計上しております。 

 その下の２節、児童福祉費補助金の子ども・子育て支援交付金では、地域での子育て支

援および放課後児童健全育成事業に対して補助されるものでございまして、本年度は障が

い児を３名以上受け入れる障害児受入れ強化事業分として５９万８千円、これを含めまし

て４７５万４千円を計上しております。 

 続いて、３目の土木費国庫補助金、１節、住宅費補助金の公営住宅整備事業費補助金で

は、公営住宅建設分が４，７７６万円、それと公営住宅の改修分、これが５５０万円、合

わせて５，３２６万円を計上しております。 
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 その下の公営住宅家賃対策補助では、これは低廉な家賃で供給するための経費に対しま

して５６万４千円の計上をしているものでございます。 

 その下の２節、道路橋梁費補助金の道路橋梁費補助金では、橋梁長寿命化修繕計画策定

の１００橋分で５４２万３千円、それと橋梁修繕で３橋で２，６４７万６千円、合わせて

３，１８９万９千円の計上となっております。 

 その下の方の４目、教育費国庫補助金の３節の保健体育費補助金の学校施設環境改善交

付金につきましては、これはスポーツセンター建設に係る交付金でございまして、積算基

準としましては、２，８７１㎡掛ける単価１６万７，２００円、それ掛ける３分の１とい

うような計算でございます。それで１億６，００１万円の計上となっております。 

 次に、一番下の表の１４款、１項、１目、民生費道負担金、１節、社会福祉費負担金の

うち、一番下の行と次のページにまたがりますけれども、障害者福祉費負担金は、前段の

国庫負担金のところと同じでございまして、障害者自立支援法に基づく自立支援給付事業

に対する道負担金になりますけども、各事業ともこれは、先ほどは国庫２分の１でしたけ

ども、道については４分の１ということで５，０２４万４千円の計上となっております。 

 次に、真ん中あたりになりますけども、２節の国民健康保険基盤安定負担金につきまし

ては、これも国庫負担金の中で説明したものと同様に国保会計に繰り出すものでございま

して１，８００万４千円の計上となっております。 

 その下の３節、後期高齢者医療保険基盤安定拠出金つきましては、北海道後期高齢者医

療広域連合が行う低所得者等の保険料軽減に対して、北海道が４分の３、市町村４分の１

負担するというものでございまして、後期高齢者医療特別会計へそれを繰り出す。それの

道費、先ほど言いました４分の３分で１，７２５万７千円を計上しているものでございま

す。 

 その下の４節の児童手当負担金につきましても、次のページにまたがりますけれども、

国庫負担金のところで説明したように道負担分としての１，１８７万円の計上になります。 

 その下の介護保険低所得者保険料軽減負担金では、これも前段の国庫負担金のところと

同じでございまして、これは道費４分の１の負担で２２万３千円の計上でございます。 

 同じく、その下の施設型給付費等負担金につきましても同様で、４分の１の負担率で２

３万円の計上となります。 

 次に、下の表の１４款、道支出金、２項、１目の総務費道補助金です。今度は補助金で

す。２行目の森林環境保全整備事業補助金として、町有林の造林・下刈り・間伐・野
や

鼠
そ

駆

除の面積で２２０ｈａ分の事業に対する補助で１，５２５万円、下の保安林、これは造林

に対する補助でございまして１千円を計上しております。 

 その下の市町村森林所有者情報活用推進事業補助金では、森林台帳の管理のためシステ

ムにレイヤ、かぶせるという意味ですけども、レイヤなどの機能を追加するということで、

道の２分の１の補助で３７万８千円の計上をしているものでございます。これはシステム

を直すという意味です。 

 次に、２目の民生費道補助金の２節、児童福祉費補助金の下の方の子ども・子育て支援

交付金では、これは国庫補助と同額の４７５万４千円を計上しております。 

 そのすぐ下になりますけども、多子世帯保育料軽減支援事業費補助金では、０歳から２

歳の第２子の保育料無償化に対する道の補助で、補助対象世帯１６世帯、補助基本額３５
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２万３千円の補助率２分の１で１７６万１千円を計上しております。 

 次に、３８ページの上の表の上から２行目の経営所得安定対策直接支払推進事業費補助

金とその下の北海道環境保全型農業直接支援対策事業費補助金は、これら事業に取り組む

事務費の定額補助金でございまして１６０万円、それと３０万円をそれぞれ計上している

ものでございます。 

 その下の農業競争力基盤強化特別対策事業補助金では、道営農地整備事業に係る６地区

のパワーアップ補助金でございまして１，７１４万円を計上しております。 

 次、その下の北海道多面的機能支払い事業補助金では、これは地域共同で行う地域資源

の質的向上を図る活動に対する支援でございまして、これは面積で補助きますけども、本

年度は田で６３．１８ｈａ、畑５，９９９.８５ｈａ、草地５７．７６ｈａ、これらに対し

まして、事務費を含めて６，７５２万３千円の計上でございます。 

 その下の農業経営高度化促進事業促進費補助金では、前段のパワーアップ対象事業費に

対します、これは促進費で３，６０４万３千円を計上しております。 

 その下の農業次世代人材投資資金では、これは昨年度の北海道青年就農給付金から事業

名が変わったというものでございまして、１件分の新規就農者に対する本年度４年目に入

りますけれども、給付金で２２５万円を計上しております。 

 その下の地域草地基盤強化支援事業補助金では、これは５件の草地整備などで１４．３

ｈａ、それと測量試験費１０．８７ｈａ、これに対する補助でございまして１２９万３千

円を計上しております。 

 一番下になります。農地利用最適化交付金では、農地集積の推進などの活動実績に伴う

交付金でございまして、単価２万７，６００円が９か月、農業委員１４人分、これを掛け

ますと３４７万７千円という額になります。 

 その下の２節、林業費補助金の未来につなぐ森づくり推進事業費補助金では、これは民

有林の人工造林、これは５件分を想定しております。５件分で１０．２ｈａ、これに対し

ます標準経費が８１０万円、事業費ですね、それの１６％で１２９万６千円を計上してお

ります。 

 その下の５目の教育費道補助金の１節、社会教育費補助金の学校・家庭・地域の連携に

よる教育支援活動促進事業費補助金、これは日出のみつばちクラブの活動および教育専門

員の賃金に対する補助で、事業費に対する３分の２の補助率で２０９万２千円の計上にな

っております。 

 その下の地域づくり総合交付金、これは青少年研修館建設事業分ですけども、建設事業

費４，６００万円に対しまして、補助率２分の１で２，３００万円を計上しております。 

 次に、真ん中の表の１４款、３項、１目、総務費委託金の４節、選挙費委託金の知事・

道議会議員選挙委託金では、これは来年の４月に行われますこの選挙の準備など、２月、

３月から入りますので、その事務費分として２１２万８千円を計上しております。 

 次に、一番下の表の１５款、１項、１目の財産貸付収入の１節、土地建物貸付収入の町

有住宅貸付料、ここでは職員住宅および教員住宅の家賃で５６１万２千円を計上しており

ます。 

 その下の土地貸付料では、町有地内の電柱、それと銀河線跡地利用、それと太陽光発電

施設、これなどの用地などに係る貸付料でございまして６４万２千円を計上しております。 
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 その下の建物貸付料では、これは旧駅、くるねっぷ、事務室スペース１２７．２㎡を商

工会に貸付けているものでございまして３６万円。 

 次に、２目の利子及び配当金の財政調整基金利子では、備荒資金組合の超過納付分利息

で１９４万１千円を含み、全体で２０６万７千円、ほとんどが備荒資金組合の超過利息と

いうことです。 

 次に、３９ページの二つ目の表、１５款、２項、１目の生産物売払収入の町有林林産物

売払収入では、本年度は皆伐事業を行わず、間伐だけとなりますので、間伐材もさらに売

払いの単価が下がるということから、トドマツ１，３５０㎥の売払いで７８３万円を計上

しております。 

 同じく、保安林につきましても、間伐材で、これはカラマツです。１，６５６㎥で９３

４万２千円を計上しております。 

 次に、３段目の表になりますけども、１６款、１項、２目の総務費寄付金、ここの、ふ

るさとおもいやり寄付金では、前年度実績見込みなどから推測し５００万円減の２，５０

０万円を計上しているものでございます。 

 次に、一番下の表の１７款、１項の基金繰入金です。１目、財政調整基金繰入金では、

新年度予算のこれは財源調整とするものでございまして４，７６９万７千円を計上してお

ります。 

 ２目の社会資本整備基金では、スポーツセンター建設事業で３億７００万円、ほか５事

業に３億６，５０５万円。 

 ３目、産業後継者育成基金繰入金では、これは産業後継者育成推進協議会交付金でござ

いまして１００万円のほか、二つの事業で１７５万円。交付金の１００万円のほかに二つ

の事業です。 

 ４目、地域活性化基金繰入金では、これは戸籍事務処理システム改修でございまして１

千万円かかりますけども、そのほかの二つの事業がありまして、それで１，２９６万９千

円を計上しております。 

 ５目、鉄道跡地整備等基金繰入金では、これはバス通学定期運賃補助で７００万円。 

 次のページの一番上の欄になります。４２ページの一番上です。 

 ６目のふるさとおもいやり基金繰入金で、多子世帯応援補助金で１，１００万円、それ

とアート・タウン・プロジェクトで１５０万円の２事業分、これを合わせてですね、１，

２５０万円という計上でございます。 

 その下の減債基金繰入金では、繰上償還するこれは公住債、今まで借りている分の公住

債の繰上償還で、延べ１５本になります。２億９，１２１万２千円、その他、過疎ソフト、

それとこども園建設事業債などの償還の一部などで３億３，０６０万７千円の計上でござ

います。 

 次に、２段目の表の１７款、２項、２目、介護保険特別会計繰入金では、地域支援事業

の交付限度額が減ったことによりまして２３４万３千円減の６１５万９千円を計上してお

ります。 

 次に、４３ページの真ん中の表になります。 

 １９款、４項、１目の受託事業収入の２節、畜産担い手育成総合整備事業収入の草地整

備等事業受託金では、これは道補助金のところでも説明しましたように、地域草地基盤強
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化支援事業補助金の対象事業に係る５件の受益者負担でございます。それを３２７万６千

円を計上しております。 

 次に、下の表、１９款、５項、５目、雑入の、これ一番上のところにあります学校給食

材料費につきましては、これは小学校から高校までで５８６人分見込んでおりまして２，

９１２万２千円を計上しております。 

 次のページの上の表の１行目、４６ページの一番上です。街路灯等ＬＥＤ化事業負担金

では、一昨年１２月同事業の完成になりましてので、町内会連協で管理する分のリース料

で２２万８３６円掛ける１２か月分２６５万円を計上しております。 

 その下のすこやかロード関連事業助成金では、一昨年、健康維持のため、ウオーキング

コース６ｋｍを設定してございますけども、北海道健康づくり財団に認定されたことに伴

いまして、これ２年間、今年で終わりですけども、２年間の助成の１５万円を計上してい

るものでございます。 

 一番下のその他雑入、ここでは、特にこども園の職員の給食費分２３４万６千円を含み、

各施設の光熱水費の負担金なども合わせまして、５３４万８千円となっております。 

 次に、下の表の２０款、１項、町債になります。１４ページの第３表のところで説明し

ました９本の町債も合わせまして１１億８，３８０万円となっているものでございます。

内訳としましては、緊急防災対策債が１本で２４０万円、上水道の出資債が１本で２，４

７０万円、それと過疎債が５本で９億８，９９０万円、ソフト事業の過疎地域自立促進特

別事業債が１本で５，６８０万円、臨時財政対策債が１本で１億１千万円という内容にな

ってございます。 

 以上が歳入の説明を終わります。 

○副議長（西山由美子君） ここで午前１０時４０分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３０分 

再開 午前１０時４０分 

 

○副議長（西山由美子君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 

 引き続き、一般会計の説明をお願いいたします。 

 副町長。 

○副町長（佐藤明美君） ４７ページからになりますけれども、ここからは歳出になりま

す。 

 まず、１款の議会費になりますけれども、１款、１項、１目の議会費の一番右側の事業

区分、1．議員人件費の職員手当等では、昨年度の期末手当の改正によりまして２０万３千

円増の８９１万６千円の計上となっております。 

 その下の共済費の議員共済会負担金では、これは負担率が１００分の３９．７から１０

０分の３８．２に下がったということによりまして、３４万２千円減の８７１万円の計上

となっております。 

 次に、事業区分、２．議会運営費の報償費では、議会改革活性化と議会基本条例の運用・

評価に対してのアドバイザーを年１回招聘
しょうへい

するものとしまして２８万円の計上。 

 それと、その下も同じく、議会モニター制度に基づく５人分の報償費として２万５千円
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の計上です。 

 その下の旅費の費用弁償では、ＪＲ北海道の路線見直しなどに係ります懸案事項要請に

よりまして３７万７千円増の１１６万４千円を計上しております。 

 その下の需用費の印刷製本費では、主に議会基本条例逐条解説カラー版の全戸配布用経

費としまして７５万６千円、これを含んで２２１万４千円を計上しております。 

 その下の委託料の議場の音響機器保守点検業務では、３年に１度の保守点検業務を実施

するために４０万４千円を計上しております。 

 次に、５２ページ、ここからは２款の総務費になります。 

 ２款、１項、１目の一般管理費の事業区分、職員管理研修の旅費では、本年度は全国小

さくても輝く自治体フォーラムが本町を会場にして行われるということから、昨年までの

分の６５万６千円減の１４７万６千円の計上となっております。 

 次に、事業区分、４．総務一般管理事業の賃金では、期限付専門員３名、定年退職者２

名と産休代替え１名、この分の賃金として７４１万５千円、その上の共済費は、この賃金

に係る社会保険料になります。１２４万円の計上になります。 

 次のページ、上から５行目、負担金、補助及び交付金の一番下の小さくても輝く自治体

フォーラム実行委員会交付金では、同フォーラムは全国持ち回りで毎年実施しております

けども、本年度は本町ということもございまして、講演料や特産品のＰＲ、送迎バスなど

の経費として９０万円を計上しているものでございます。 

 次に、事業区分、５．各課共通事務管理事業の役務費の通信運搬料では、宅配に係る運

搬料金が値上げになった。それに加え、町例規通信サービスの検索機能などの追加および

下の委託料とのサービス内容の見直しを図ったということから７６万９千円増の７０５万

７千円の計上となっております。 

 その下の委託料の町例規類集電子化等業務では、今説明しましたように通信運搬料との

内容の見直しを行ったことで３８万１千円減の１８０万４千円の計上となっております。 

 次に、事業区分、６．庁舎維持管理事業の需用費の修繕料、昨年は庁舎屋上の防水改修

がありましたので、事業費としては大きく４，８５０万円の減となっております。本年度

は暖房用ボイラーの部品交換や庁舎前温度計修理と日常的な修繕などを含めまして１７３

万８千円の計上となっております。 

 その下の委託料の一番下の行になります。庭木等管理業務では、庁舎周辺の芝生庭木な

どの管理業務はスポーツセンター維持管理業務の中に入っておりましたけども、ご存じの

ようにスポーツセンターの建て替えにより廃止になっておりますので、別に委託するもの

として、新しく７４万５千円を計上しているものでございます。 

 次のページになります。 

 上から７行目の備品購入費の事務用備品では、事務用イス５脚として２３万円、それと

マイナンバーに関連する個人情報の取り扱いがより以上に厳格化されるということに伴い

まして、総務課・町民課・福祉保健課にファイルキャビネット、別に保管するファイルキ

ャビネット１５台を設置するために４９万８千円、これら合わせて７２万８千円の計上と

なっております。 

 次に、事業区分、７．姉妹町交流事業の旅費では、本年度は交換留学生派遣の引率に職

員を予定しておりますので、その分を含めて２８万円を計上しております。 
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 その下の負担金、補助及び交付金の津野町交流事業推進協議会交付金では、繰越金での

調整が難しくなったことから１０万円増で９０万円を計上しております。 

 次に、事業区分、９．情報管理事業の需用費、修繕料です。これはオーバーホールを必

要とするプリンター２台を含めて通常の修繕と合わせまして４０万円を計上しております。 

 その下の役務費の通信運搬料では、国の情報セキュリティ強化の指針に基づき、インタ

ーネット回線とＬＧＷＡＮとの間の情報転送を行うシステムでございまして、昨年までは

北海道自治体情報セキュリティクラウドオプション使用料として、使用料及び賃借料とい

うことで計上しておりましたけれども、本年度からは通信運搬費に科目替えをしたもので、

この分の１０３万７千円を含めて２０６万４千円を計上しております。 

 その下の委託料の一番下の行、元号改正対応業務では、平成３１年５月１日の元号改正

に備え、システムの改修を行うということで１５２万５千円の計上です。 

 次、５８ページ、上の方の事業区分、１０．各種基金積立金の財政調整基金積立金では、

定期預金利息分と備荒資金組合超過納付分利息分を合わせて２０６万７千円の計上になり

ます。 

 その下のふるさとおもいやり基金積立金では、これは歳入のところでも説明しましたけ

れども、ふるさとおもいやり寄付金と同額の積み立てを行うもので、平成２９年度実績を

基に２，５００万５千円の計上をしております。 

 その下の地域活性化基金積立金では、まちづくりパワーアップ特別対策事業分として町

民税の１％分と利息分を含めて２４２万９千円としているものでございます。 

 次に、事業区分、１１．社会保障・税番号制度整備事業の委託料、情報提供ネットワー

クシステム連携保守業務では、マイナンバーに関する各業務の情報提供を行うための連携

システムでございまして、その保守業務として４５万４千円を計上しております。 

 次に、事業区分、１２．人事交流事業では、これは平成２９年度で２人分の赴任旅費が

発生しておりますけども、本年度では、そんなこともありまして、８４万２千円減の７９

万７千円の計上となっております。 

 次に、２目の財政管理費の事業区分、１．財政・出納一般管理事業の一番下の行の委託

料、公会計システム保守業務では、国から公会計の統一的な基準が示されておりまして、

今後、国の基準などの変更に伴いまして、そのシステムを随時改修、またバージョンアッ

プ、これらに対応するため、本年度から保守業務を実施するものとしまして３８万９千円

の計上です。 

 次に、３目の財産管理費の事業区分、１．町有施設維持管理事業の、次のページになり

ますけども、６０ページの上から５行目、備品購入費、住宅用備品では、近年ボイラーの

故障も増えてきていることもございまして、本年度はボイラー２台とストーブ１台分を見

込みまして５２万円を計上しているものでございます。 

 次に、４目の公有林管理費の事業区分、１．町有林管理事業の機械借上料では、作業道

の横断管入れ替えや洗掘補修で１４８万円、また、その下の方の原材料費では、これに関

連する砕石や横断管などで１５３万７千円の計上でございます。 

 その下の備品購入費の町有林管理用備品では、標準地設定や補助事業現地調査などでの

視界確保として林業用の刈払い機２台、１６万２千円を計上しております。 

 その下の乗用車では、現在、町有林巡回車、これ三菱のパジェロでございますけども、
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これ平成７年に導入したもので、かなり老朽化しているということで、山を走るのに４輪

駆動も効かないというような状況になりますので、トヨタピックアップトラック、ハイラ

ックスに更新するものとして、さらに農林商工課で直接管理することとしまして３８７万

６千円の計上になります。 

 なお、すぐ下の公課費および上の方の需用費の車両関係費につきましても、農林商工課

の方の管理になりますので、それらの費用となります。 

 その下の事業区分、２．町有林整備事業（補助）、ここでは、委託料の造林業務でござい

まして、これは新植７．４７ｈａ、地拵
じごしら

え６．７９ｈａ、下刈り４０．８５ｈａ、間伐３

６．３８ｈａなどで３，７４１万６千円の計上です。 

 その下の原材料費では、３２林班のカラマツ１号苗新植、これが２．８３ｈａ、５，６

６０本、それで５０万円、３４林班４．２６ｈａ、８，５２０本、７５万２千円、３６林

班０．３８ｈａ、６８０本で６万円などで１４４万４千円の計上となっております。 

 次に、６２ページ、一番上の欄の事業区分、３．町有林整備事業（単独）の委託料の造

林業務では、野
や

鼠
そ

駆除で２３１．３ｈａ、これは空中散布４５万円、それと風倒木の処理

３ｈａで１１０万７千円、合わせて１５５万７千円の計上でございます。 

 次に、５目、保安林管理費の事業区分、１．保安林管理事業の一番下の行の備品になり

ます。保安林管理用備品では、間伐や事業地面積の少ないところの毎木調査などを自分た

ちですることになりますけども、超音波デジタル距離計１台導入することとしまして２５

万４千円を計上しているものでございます。 

 次に、事業区分、３．保安林整備事業（単独）です。これの委託料、造林業務では、野

鼠駆除の地上散布１１０ｈａで３０万円、それと保育間伐５．９６ｈａで１９２万４千円、

皆伐４．７５ｈａ、これが１，０９１万円、下刈りが０．１９ｈａで６万４千円、合計１，

３１９万８千円の計上となっております。 

 次に、６目の住民活動費の事業区分、１．広報広聴活動事業の需用費、印刷製本費、こ

れは広報紙の表裏の表紙を毎月カラーにするということで３２万６千円増の３９３万４千

円の計上です。 

 次に、一番下の事業区分、２．住民活動促進事業の、これ次のページの７行目になりま

す。使用料及び賃借料のＬＥＤ街路灯借上料では、町内会連協が、先ほど言いました歳入

で言いました管理する街路灯４０７本分のリース料２６５万１千円を計上しております。 

 次に、６５ページ、７目の住民安全対策費の事業区分、１．交通安全対策事業の旅費、

費用弁償では、交通安全指導員の２年に一度の道東ブロック研修会に参加するため１６万

４千円増の１４５万６千円を計上しております。その下の旅費についても引率分が増額と

なってございます。 

 その下の需用費では、スクールゾーン２か所の更新と回転灯の修繕で２３万２千円の計

上です。 

 その下の委託料、交通安全施設等設置維持管理業務では、交通安全看板１か所と横断歩

道新設２か所で３８万８千円を計上しております。 

 その下の使用料及び賃借料のＬＥＤ街路灯借上料、これは交通安全灯の分でございまし

て、７７基、これのリース料金が８１万３千円。 

 次に、事業区分、２．防犯等住民安全対策事業の下の方の備品購入費です。これは全国



 - 18 - 

瞬時警報システム、Ｊアラートですけども、受信機では、消防庁から平成３０年度内での

受信機の更新を求められておりますので、２４３万円を計上しているものでございます。 

 次に、６７ページ、８目の企画費、事業区分、１．地方交通対策事業の委託料の高齢者

ハイヤー利用サービス業務では、これは自己負担５５０円、今まで５５０円ですけども、

３００円に制度拡充をするということで３９万４千円増の２７０万４千円を計上している

ものでございます。 

 その下の負担金、補助及び交付金の地域間幹線系統確保維持事業費補助金では、これは

昨日の補正予算のところでも質問ございましたけれども、幹線系統の補助路線として、４

路線の内３路線で、平均乗車密度５人未満になるということに加えまして、陸別線での経

常収益が経常費用の２０分の１１未満となることなどによりまして、国・道の補助金が減

額となることが常態化してきています。これらのことから、従来まで毎年、補正予算の中

で対応しておりましたけども、昨日の指摘にございましたように、本年度からは、中身と

しては、平成２８年度１０月から平成２９年度９月までの１年間分の実績を勘案しまして

４５７万６千円を計上したものでございます。 

 その下のバス通学定期運賃補助では、これは９９名分１，０４５万５千円を計上してお

ります。 

 次に、一番下の事業区分、４．まちづくり推進事業の報酬、行政改革推進委員では、第

５次行政改革大綱策定委員会、２０名の委員で３回開催を予定しておりますけども、それ

の経費１８万円を計上しております。 

 次のページの上から７行目、負担金、補助及び交付金のところです。ここの空き家活用

定住対策補助金では、平成２７年から２９年度までの１２件と平成３０年度の５件を見込

み６３４万２千円を計上しております。 

 その下の事業区分、５．まちづくりパワーアップ特別対策事業では、町民税の１％活用

の事業で、わくわく地域づくり活動支援事業６０万円、コミュニティ活動活性化事業２０

万円、コミュニティ施設整備事業８０万円、それと地域活性化チャレンジ事業で８０万円、

合わせて２４０万円を計上しております。 

 その下の事業区分、６．ふるさとおもいやり事業の報償費、寄付者謝礼になりますけど

も、これは実績を考慮しまして１，２５０万円の計上となっております。 

 その下の役務費の通信運搬費では、寄付額増加およびリピーター率の向上を目的に、今

まで本町へ寄付していただいた約４，１００名に対しまして、ダイレクトメールを送付し、

さらに寄付の追加を図るといいますかＰＲを図るという、それで３１万５千円増の４６万

５千円を計上しているものでございます。 

 次に、７３ページの上の表になります。 

 ３項の１目、戸籍住民登録費、右側の事業区分では、１．戸籍住民登録事業の委託料、

ここの２行目、戸籍事務処理システム機器更新業務では、戸籍事務処理システムが導入後

５年を経過し機器の劣化や保証期限が近づいていることから更新するものでございまして、

導入に係るデータ移行やシステムセットアップなどのソフト部分で７７７万６千円の計上。 

 その下の備品購入費の事務用備品では、これは戸籍総合システムのハード部分で６４８

万円の計上。 

 さらに、その下の負担金、補助及び交付金の個人番号カード交付事業費交付金では、地
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方公共団体情報システム機構に対する交付金で、平成２９年度上限通知と同額、先ほど歳

入のところで言いましたけども、詳しい情報がありませんので、２９年度の上限通知に合

わせて１００万円の計上をしているものでございます。 

 次に、下の表の４項、１目の選挙管理委員会関係経費の事業区分、１．選挙管理委員会

運営費につきましては、本年度、北海道市町村選挙管理委員会連合会総会がオホーツク地

区開催となることから、旅費をそれぞれ増加計上しているものでございます。 

 次に、２目の知事・道議会議員選挙費の事業区分、１．知事・道議会議員選挙執行費に

つきましては、選挙の準備事務が入りますので、平成３１年度とまたがるということにな

りますけども、本年度分のみで２１２万８千円を計上しているものでございます。 

 次に、７９ページ、ここからは民生費になります。 

 ３款、１項、１目の社会福祉総務費の事業区分、１．重度心身障害者医療費助成事業、

ここの委託料のコンピュータシステム改造業務でございますけども、これはレセプトの併

用化に対応させるための改修費でございまして４３万２千円を計上しております。 

 その下の扶助費の医療費助成では、これは実績額で助成件数が増えていることがござい

まして８４万円増の１，２６６万円の計上となります。 

 その下の事業区分、２．国民健康保険特別会計繰出金では、主に国民健康保険制度の都

道府県化に伴いまして、前々年度保険給付実績により各種納付金を算定した結果、財源補填
ほ て ん

分が解消されたことがございまして、６，１５９万１千円減の４，０４０万９千円を計上

しております。 

 その下の事業区分、３．民生委員活動事業の負担金、補助及び交付金の民生委員児童委

員協議会活動費補助金では、昨年は民生委員の道外研修に関する旅費がございましたので、

この２１０万２千円分を減額して１５５万２千円の計上となっております。 

 次に、８２ページの上の方ですけども、事業区分、８．障害者等福祉事業の委託料、除

雪サービス事業では、対象者が町内会では４世帯、実践会で１世帯分の１５万３千円を計

上しております。 

 その下の障害者外出支援サービス事業では、これは対象者３件で、年間延べ４８時間を

みております。それで２万６千円の計上です。 

 その下の配食サービス事業では、年間、延べ４８８食を想定しまして、３９万１千円を

計上。 

 その下の扶助費の重度身体障害者交通費助成では、これはタクシーチケットで、対象者

が２７名、これの内の約７０％見込んでおります。それと給油チケットの方では、対象者

７６名、これは１００％見込みです。これらを勘案して１２８万７千円を計上しておりま

す。 

 次に、事業区分、１０．自立支援サービス事業、ここの一番下の方の扶助費になります。

介護給付費では、生活介護の延べ月数の減、それと居宅介護の単価の減などから３３７万

６千円減の９，４７８万４千円を計上してございます。 

 その下の訓練等給付費では、共同生活援助利用者が２６人から２７人に、就労継続支援

が１９人から２５人に増えましたので３９２万円増の８，６０２万４千円の計上となって

おります。 

 その下の自立支援医療給付費では、人工透析患者の減によりまして１５万円減っており
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まして、２３９万１千円の計上でございます。 

 その下の特定障害者特別給付費では、施設に入所している低所得者を対象に食費と光熱

費に対しての給付１５名分２５２万円、それとグループホームに入居する低所得者への家

賃補助で、これは人数が２７人分２９２万円、これらを合わせまして５４４万円の計上に

なります。 

 次のページの一番上になります。一番上の行の高額障害福祉サービス等給付費、これは

対象分の延べ月数が減ったということがございまして、７９万８千円減の２１２万４千円

の計上でございます。 

 その下の補装具費では、過去５年間の平均により算出しておりまして、２０７万円の計

上でございます。 

 その下の療養介護医療費では、病院等におけます医療介護に要する費用で、これは４人

分で２６８万４千円を計上しております。 

 その下の相談支援給付費では、これは利用者が１４５件に増えたことによりまして１７

万１千円増の２８６万５千円の計上になります。 

 その２行下の障害児通所給付費では、児童発達支援利用者が７名から９名に増えたとい

うことと、放課後ディの単価がちょっと上がったということがございまして、４６万２千

円増の１６８万円を計上しております。 

 その下の障害児相談支援給付費では、支援利用計画を作成する件数が３０件から４３件

に増えたと。また単価も２万２千円から２万１千円に下がったことなど含めて、差し引き

で２４万３千円増の９０万３千円の計上となっております。 

 次に、事業区分、１１．地域生活支援事業の委託料、意思疎通支援事業では、意思の伝

達に支援が必要な聴覚障害者に対する手話通訳を派遣するというものでございまして、Ｄ

プランの２４時間分と、それと旅費を見まして１０万９千円を計上しております。 

 その下の移動支援事業では、屋外などでの移動が困難な障がい者の方に対しまして、外

出時の支援を行うというもので、身体介護６名、それから身体介護なし５名で１５４万８

千円の計上になります。 

 その下の負担金、補助及び交付金の手話奉仕員養成研修事業負担金では、北見市で行わ

れます手話講座に町民を派遣するものとして２万４千円を計上しているものでございます。 

 その下の扶助費の身体障害者自動車改造費助成では、これは１件分を想定しております。

１件分で１０万円の計上。 

 それと日常生活用具給付費では、５年平均額で積算しまして１３３万円を計上。 

 それとその下の訪問入浴サービス費助成では、公的な制度を利用しても自宅の浴槽で入

浴ができない方がおられます。その方に対する町の障がい者に対する支援でございまして、

週２回までの利用を上限として１名分をみております。１３６万８千円の計上になります。 

 次に、事業区分、１３．福祉団体活動費助成事業の負担金、補助及び交付金のもりの風

運営費補助金では、昨年開所した障がい者のグループホーム、これは当初から定員に達す

ることは難しいということがわかっておりましたけども、定員の半数に達するまでの、お

おむね３年間程度を見据えて運営費としての限度額２００万円を計上しているものでござ

います。 

 次に、下の２目の老人福祉費の、これは８６ページの上の方になりますけども、事業区
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分、４．老人保護措置事業の老人福祉施設措置費では、老人ホーム入所者の措置費でござ

いまして、昨日もお話しましたけども、昨年１人の方が亡くなったことによりまして１人

減で考えております。現在入所者１人、それに新規１人分を見込みまして２７４万８千円

の計上になります。 

 次に、事業区分、５．高齢者在宅サービス事業の委託料、ショートステイ事業では、利

用者が減ったことによりまして１０万３千円減の１２８万４千円の計上になります。 

 その３行下になります。移送サービス事業では、訓子府ハイヤー利用の昨年度実績を勘

案しまして３３万１千円減の３１１万９千円の計上になっております。 

 その下の除雪サービス事業では、過去３年間の出動回数の平均で、町内会・実践会とも

に１１回分を見込みまして１８万２千円減の１０８万６千円の計上になります。 

 その下の配食サービス事業では、利用者の増によりまして４，００４食を見込みまして

３２０万４千円の計上になります。 

 その２行下になります。災害弱者緊急通報装置端末設置・撤去業務、これは設置・撤去

共に９台分を見込んでおります。それで３９万７千円を計上しております。 

 その下の災害弱者緊急通報装置通信相談業務とその下の災害緊急通報装置機器保守業務

では、実績を勘案しまして４５台分を見込み、それぞれ減額で計上するということにして

おります。 

 その下の扶助費、高齢者住宅改造費助成では、これは３件分を想定し、５４万円を計上

しております。 

 次に、事業区分、６．介護保険特別会計繰出金では、介護給付費および予防給付、さら

に低所得者保険料軽減事業などに要する費用の増により１３４万円増の８，４２２万２千

円の計上でございます。 

 次に、事業区分、７．介護予防支援事業の委託料のサービス計画、これはケアプランで

す。作成業務では、要支援者の内、介護保険会計地域支援事業で対象者見込みが２９０件

に減ったということから４６万５千円減の１１９万１千円の計上でございます。 

 その下の運動指導等業務では、実績から昨年度の２分の１で２５万円を計上しておりま

す。 

 次に、事業区分、８．後期高齢者医療費では、これは平成２８年度の給付費に対する負

担額割合実績を勘案しまして、それに総医療費が減ったということがございまして５１１

万３千円減の７，２９４万円を計上しております。 

 次に、事業区分、９．後期高齢者医療特別会計繰出金では、これは平成３０年度の保険

料改定に伴う保険料の増額、これに伴いまして、保険基盤安定化繰出金の増、さらにシス

テム改修などがございますので３９３万７千円増の２，９８９万４千円の計上でございま

す。 

 次に、８７ページの３目、温泉保養センター費の事業区分、１．温泉保養センター管理

運営事業の需用費の修繕料では、これは外壁補修で３５万円、自販機室の流し台の修繕、

これで１８万６千円、これらなどを見込みまして８６万９千円を計上しているものでござ

います。 

 その下の委託料の３行目、清掃管理業務では、月一回の休日特別清掃と閉館後の後片づ

けや翌日の準備作業に作業時間を１時間延長したということがございまして７３万４千円
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増の１，１７２万９千円を計上しております。 

 その下のボイラー洗缶業務では、これは隔年実施しているもので１基分１６万２千円を

本年は計上しております。 

 その２行下の自動券売機保守点検業務では、機器導入後２年が経過し、点検のみの作業

となるということもございまして８万３千円減の１２万２千円の計上です。 

 次に、下の表の２項、１目、児童福祉総務費、これの事業区分、１．こども医療費助成

事業の次のページになりますけれども、上から４行目の扶助費、医療費助成では、実績件

数の増によりまして４４万４千円増の１，４８８万円の計上になります。 

 次に、事業区分、２．子育て支援事業の負担金、補助及び交付金の広域入所負担金では、

収入のところでもお話しましたけれども、北見市への委託入所で１名分１１９万４千円を

計上しております。 

 その下の多子世帯保育応援補助金では、昨年度実績から第２子の３分の２補助で４３名、

４８６万６千円、それと第３子２８人、５５４万５千円、さらに３歳未満の第２子以降で

２８人、５９１万４千円、それと非課税世帯第２子以降１１名、５８万２千円、これらの

合計で１，６９０万７千円を計上しております。 

 次に、２目のひとり親福祉費の事業区分、１．ひとり親家庭等医療費助成事業の扶助費、

医療費助成では、月平均７５件を見込み２４３万６千円を計上しております。 

 次に、３目の児童措置費の事業区分、１．児童手当支給事業の扶助費、児童手当費では、

０歳から３歳までが延べ１，１００人で月単価１万５千円、それと３歳以上小学生までの

第１子、第２子が延べ３，２７０人の月単価１万円、同じく３歳以上小学生まで第３子以

降が延べ７２０人の月単価１万５千円、中学生が延べ１，２００人の月単価１万円、最後

に所得制限以上が延べ６００人の月単価５千円、これらを合計して児童手当の分では７，

５００万円を計上しているものでございます。 

 次に、一番下の４目、児童センター費の事業区分、１．児童センター運営事業の、これ

次のページの上から２行目になりますけども、賃金のところです。特別支援員の賃金では、

発達障害児がこの頃増加傾向にあるということから、新たに１名の支援員を増員するもの

で２０３万３千円を計上しております。 

 下の方の備品購入費では、保育用備品として、一輪車用ラック１台と特別支援児用の座

卓１台で１０万１千円の計上でございます。 

 次に、事業区分、２．児童センター維持管理事業の委託料の清掃業務では、熱交換式換

気扇の清掃作業を行うもので１４万６千円を計上しております。 

 一番下の家具製作業務では、遊戯室前の下駄箱が３０人分しか今現在ございませんので、

８５名の来館に対応するために下駄箱２台を増設したいということで、それと段数を増や

す改造というんですかね、それをするために３６万２千円を計上してございます。 

 次に、９７ページ、ここからは、４款、衛生費になります。 

 ４款、１項、１目の事業区分、１．地域医療対策事業の報償費、地域医療報償金では、

前年同様、訓子府クリニックおよび湯本歯科医院に対する地域医療確保や協力に対する報

償として１，１１６万円の計上になります。 

 その下の負担金、補助及び交付金の在宅当番医制運営事業負担金では、１市２町で構成

するこの事業の負担金でございまして１４万８千円を計上しております。 
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 その下の北見地区医療問題協議会負担金では、北見歯科医師会助成と看護学校生徒の就

学奨励支援として、協議会の運営費で１２万円を計上しているものでございます。 

 次に、事業区分、４．妊婦健康診査事業では、対象人数が３０人を見込んでおりまして

４２万７千円減の２５５万９千円の計上でございます。 

 次に、事業区分、５．保健福祉事業の扶助費の精神障害者等通院交通費助成では、交通

費の２分の１を助成するものでございまして、該当者６４人を見込んでおります。それで

３０万円の計上。 

 同じく、その下の特定疾患患者等通院交通費助成では、これは３０人を見込んで、これ

も３０万円の計上です。 

 その下の訪問看護利用者交通費助成では、これは利用者１５人分を見込みまして１８万

円の計上です。 

 次に、１００ページ、事業区分、７．水道事業助成事業の負担金、補助及び交付金の水

道事業会計補助金では、４事業分の起債償還に対する補助でございまして、２，０３５万

２千円と１人分の児童手当分１２万円、これを合わせまして２，０４７万２千円の計上と

いうことです。 

 その下の投資及び出資金では、公営企業繰出基準によりまして、本年度は南７線、それ

と道道北見置戸線若富工区、これの老朽管の更新で２，４７２万５千円の計上でございま

す。 

 次に、事業区分、８．特定不妊・不育症治療費助成事業の扶助費、特定不妊治療費助成

では、これは２組分で２回、６０万円を計上しております。 

 その下の不育症治療費助成では、これは１組１回分として１０万円を計上しております。 

 次に、事業区分、９．未熟児養育医療費助成事業の扶助費、未熟児養育医療費助成では

２人の２か月で４０万円を計上しております。 

 次に、事業区分、１０．発達支援事業の委託料の北見市子ども総合支援センターきらり

発達支援事業では、新規分が増えたことによりまして１６５万７千円の計上。 

 次のページの上から２行目の扶助費の通園費助成では、これは９名分をみています。９

名分で１５万４千円の計上ということになります。 

 次に、２目の予防費になります。事業区分、１．健康診査事業の一番下の行の委託料で

は、昨年まで後期高齢者健康診査と町民健康診査が別々に表記しておりましたけれども、

今年から健康診査業務に統一したものでございまして、内容は高齢者の分で７７万６千円、

町民一般で５４万８千円、合計１３２万４千円の計上になります。 

 次に、事業区分、２．予防接種事業の委託料、予防接種業務では、これにつきましても

高齢者インフルエンザ予防接種と成人用肺炎球菌予防接種の項目を統一し、予防接種業務

としたものでございまして、高齢者インフルエンザ予防接種で１，２０５人、これで３２

４万７千円、それと成人用肺炎球菌予防接種で２９９人の１６８万円、合わせまして４９

２万７千円の計上になります。 

 次に、事業区分、３．検診・検査事業の委託料につきましても、昨年度までは１０項目

の検診がございましたけども、これについても項目を検診業務に統一したものでございま

して、胃がん検診でピロリ菌の検査も含めましてですね、胃がん８００人、４１９万８千

円、次に、肺がん５４５人で８５万５千円、次に、肺ヘルカルＣＴ、これは５０人で４２
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万２千円、大腸で５４０人で８１万２千円、前立腺がん、これは１６０人で３８万１千円、

乳がん、これは集団検診の方が１２０人、個別検診が５０人、これらを合わせて９５万２

千円、それと子宮がん検診では集団検診が２９５人、個別検診が９０人、合わせて１５３

万２千円、骨検査では８０人で１６万５千円、エキノコックス１２０人で１４万９千円、

最後になります。肝炎ウイルス３０人で１０万円、これら全部合わせて９５６万６千円の

計上となっております。 

 次に、事業区分、４．健康相談・健康教育事業の報償費、講師謝礼では、健康月間事業

および食生活改善推進員養成事業の講師個人への謝礼になりますけども、１５万６千円の

計上。 

 次のページの上から９行目の委託料のところです。ここで、講演業務では、健康に関す

る姿勢学に関する講演会を開催予定で２６万３千円を計上しております。 

 次に、事業区分、６．子ども予防接種事業の委託料、予防接種事業では、これは昨年度

まで１３項目の、これも同じく予防接種に分かれておりましたけれども、一つに統一した

ものでございまして、それぞれの予防接種の対象者数が減ったということがございまして

３７万２千円減の６０５万８千円の計上でございます。 

 次に、１０５ページの３目、環境衛生費の事業区分、１．葬斎場維持管理事業の需用費

の修繕料では、昨年度は１号炉の台車の修繕がございましたけども、本年度は通常の修繕

のみの計上となってございます。 

 その下の委託料、電気・計装保守点検業務では、３年に一度の火葬炉設備点検でござい

まして、今年は４６万５千円を計上しております。 

 その下のリフトキャリア台車保守点検業務、これについても３年に一度の電動台車の専

門点検でございまして、３２万４千円を計上しております。 

 その下の事業区分、２．墓地維持管理事業では、昨年は合葬墓建設がありましたので、

その分が大きく減額となっているものでございます。 

 その下の４目の環境対策費、事業区分、２．地球温暖化防止対策事業の負担金、補助及

び交付金の太陽光発電システム導入補助金では、町内の設置希望者が減ったということも

ございまして、５戸分、これは今までと同じで１ｋｗｈあたり７万円の４ｋｗｈ、その５

戸分で１４０万円を計上しております。 

 その下の再生可能エネルギー施設設置補助金では、平成２６年度からの太陽光エネルギ

ー設置者に対して固定資産税相当分の４分の１を３年間にわたり補助するというものでご

ざいまして、２５、２６年度の設置者の補助期間が終了したということがございまして、

１０３万８千円減の１５０万５千円を計上しているものでございます。 

 次に、一番下の事業区分、３．地熱エネルギー利用施設維持管理事業の、次のページの

一番上の表になりますけども、需用費の修繕料、これは既存の温泉の源泉ポンプ、３台の

内２台の交換と継手などの交換で７８万円を計上しているものです。 

 次に、下の表の２項、１目の塵芥
じんかい

処理費の事業区分、１．塵芥処理事業の委託料になり

ます。一般廃棄物収集運搬業務のこの二つにつきましては、３年間の長期継続契約ですの

で、それぞれ同じ額を計上してございます。 

 その下の生ごみ処理業務では、置戸堆肥供給センターでの生ごみ処理で、これは実績か

ら勘案し、年間１９０ｔを見て、３０７万８千円を計上しております。 
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 その下の可燃ごみ処理業務では、北見市の廃棄物処理場での焼却処理で実績を勘案し４

４０ｔ、処理単価は２万７，０６１円、それからですね、３万３７４円に１２．２％上が

ったということもございまして、それらを見込んで１，３３６万５千円を計上しておりま

す。 

 その下の資源ごみ処理業務では、留辺蘂のリサイクルセンターでの処理でございまして、

留辺蘂外２町の負担割合で５７２万３千円、それと北見市廃プラ処理センター分では３２

ｔで２７３万５千円、合わせまして８４５万８千円を計上しております。 

 その２行下になりますけども、廃棄物処理場技術管理業務で、これは弥生にあります旧

ごみ処理場の閉鎖までの間、汚水処理の管理で今年は原水のＳＳ濃度測定、鉄分の測定で

すけれども、これをさらに付加するという、原水の方の検査を付加するというもので１３

万円増の４４０万７千円の計上になります。 

 一番下の負担金、補助及び交付金の留辺蘂町外２町一般廃棄物広域処理負担金、これに

つきましては、最終処分場整備および運営事業償還で２，７２６万４千円、アドバイザリ

ー業務４７２万９千円、それと普通交付税分配当金相当額、これを差し引くんですけれど

も、１，４１１万５千円、これらを差し引きしまして１，７８７万８千円の計上となって

おります。 

 次に、１０９ページ、２目、し尿処理費の事業区分、１．し尿処理事業の委託料、スク

ラムミックス事業し尿等処理業務では、平成２９年度から常呂自治区の搬入が始まった、

入ったということから応益割の負担率が１４．３６％から１３．５４％に下がったという

こともございまして、１，０３６万５千円を計上してございます。 

 その下の事業区分、２．し尿処理施設整備事業の負担金、補助及び交付金のし尿処施設

整備事業負担金では、スクラムミックス事業の施設整備に係る北見市および置戸町の借入

金に対する本町の負担分で１４３万７千円を計上しているものございます。 

 次に、１１１ページの５款、労働費、これにつきましては、昨年度と大きく変わりませ

んので省略させていただきます。 

 次に、１１３ページ、ここからは、６款、農林水産業費になります。 

 まず、６款、１項、１目の農業委員会費の事業区分、１．農業委員会運営費の報酬では

平成２９年度の報酬引き上げに伴いまして６８４万円の計上となります。 

 その下の旅費では、委員の道外研修などの実施により２３３万８千円増の２６８万円を

計上しております。 

 次に、事業区分、３．事務局費の旅費の普通旅費では、委員の道外研修に伴う随行分な

どでございまして、１３万７千円増の２３万５千円の計上でございます。 

 一番下の方の負担金、補助及び交付金の農業担い手対策推進協議会負担金では、昨年ま

で別の事業区分の中で計上しておりましたけども、事務局費の中に統合したものでござい

まして、本年度は農業後継者の出会いの場として婚活イベントを継続することといたしま

して、参加者増などを見込んで２０万円増の１００万円の計上となります。 

 その２行下の農業生産法人育成事業補助金では、これについても昨年度まで農地所有適

格法人育成事業として計上しておりましたけども、事務局費の中に統合したもので、内容

等については変わっておりません。 

 次のページ、３目、農業振興費の事業区分、２．農業振興事業の負担金、補助及び交付
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金の４行目になります。特産園芸作物作付維持事業費補助金、これは「訓子府メロン」を

商標登録し、メロン振興会を中心に新規作付の掘り起しを図るというような目的でござい

まして、苗代やハウスの増反、花粉交配蜜蜂確保支援などの事業に対して助成を行うもの

とし９１万５千円を計上しております。 

 次に、事業区分、３．農業後継者育成事業の委託料、くんねっぷ農業未来づくり試験委

託業務、これは、たまねぎに関する極早生品種等の早期出荷のための実用的な技術体系に

向けた研究を行うということで１００万円を計上しております。 

 その下の負担金、補助及び交付金では、昨年は農業後継者海外視察研修に対する農業後

継者育成事業補助金がございましたけども、本年度は計画がございません。 

 その下の新規就農者等支援助成金では、就農の経営体に対する助成は、昨日もお話しま

したが、昨年９月で終了し、農地の賃貸借の５年間のみ残り２分の１助成として１万１千

円を計上しているというものでございます。 

 次に、事業区分、４．農業振興対策一般事業の負担金、補助及び交付金の４行目、北見

地区農業振興連絡協議会負担金、ここでは、ジャガイモシロシストセンチュウ侵入防止対

策分９万４千円を増やしまして９６万２千円を計上しているものでございます。 

 次に、１１８ページ、事業区分、７．農業次世代人材投資事業では、昨年度まで青年就

農給付金事業の名称でしたけども、補助制度上の名称が変わったというもので、中身的に

は変わっておりません。 

 その下の４目、畜産業費の事業区分、２．畜産振興事業で、委託料、畜産担い手育成総

合整備事業では、本年度は農業者の草地整備、これは５件で１４．３ｈａ、測量が１０．

８７ｈａ分、これを行うとして、公社への委託費５００万２千円の計上となっております。 

 次に、１１９ページ、５目、農業基盤整備事業費の事業区分、１．農業基盤整備事業の

負担金、補助及び交付金の北海道土地改良事業団連合会負担金では、会員割の一般賦課金

で４万円、事業費割の特別付加金、４事業分で８５万５千円、合計８９万５千円を計上し

ております。 

 その下の道営訓子府北西地区農地整備事業負担金では、面工事としての区画整理５．３

ｈａ、暗渠排水４１ｈａ、土層改良が１８．３ｈａ、これら合わせまして事業費２億４０

０万円に対して負担金３，４６８万円の計上となってございます。 

 その下の道営柏丘北地区農地整備事業（一般農道）負担金では、これは南７線道路改良・

舗装工事で改良１，２００ｍ、舗装８８２ｍ、測量試験・用地補償で事業費２億２，２０

０万円、これに対しまして、負担金が４，９９５万円の計上でございます。 

 その下の道営訓子府高園地区農地整備事業負担金では、これは面工事として区画整理で

２．９ｈａ、暗渠排水で１４．６ｈａ、測量試験費等で事業費が１億円、これに対して負

担金１，７００万円の計上となります。 

 その下の道営訓子府川南地区農地整備事業負担金では、永井の沢排水工事が排水工１０

０ｍ、それと用地補償、営農飲雑用水の測量試験費のアロケーション分を合わせ５，１０

０万円、それと面工事として区画整理３３ｈａ、暗渠排水１ｈａ、土層改良３０ｈａ、こ

れらを全部合わせますと、総事業費で２億５千万円、それに対する負担金が４，３００万

８千円という状況になります。 

 その下の道営山林川地区水利施設整備事業（基幹水利施設整備）負担金では、改良部分
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で３００ｍ、測量試験用地補償などで、事業費でいくと２億７千万円、これに対して負担

金が６，０７５万円の計上となります。 

 その下の道営訓子府北東地区農地整備事業、これは新規地区で、本年は測量試験費とし

て９千万円、これに対して負担金が１，５３０万円の計上となります。 

 その下の道営訓子府中央一期地区農業水利施設保全合理化事業負担金では、これは面事

業で区画整理２０ｈａ、暗渠排水１２．９ｈａ、土層改良３ｈａ、それと測量試験と用地

補償ということで、事業費で７，５００万円に対しまして、９３７万５千円の負担という

ことです。また、ここは用水路工事が５５０ｍと測量試験費、用地補償ございますけども、

これの事業費は２億円になりますけども、これは土地改良区の事業になりますので、うち

の方の予算としては出てこないというものになります。 

 その下の道営訓子府中央二期地区農業水利施設保全合理化事業負担金では、これは面事

業の区画整理で１０ｈａ、暗渠排水で５ｈａ、土層改良で８ｈａ、それと用地補償で、事

業費でいけば８，５００万円、それに対して負担金が１，０６２万５千円の計上となりま

す。 

 また、これにつきましても、先ほど今言いました用水路の測量試験費、５，９３４ｍ分

ございますけども、この９千万円は土地改良区の負担ということで、うちには出てこない

ということになります。 

 その下の道営置戸地区農地整備事業負担金では、これは置戸町で行われています道営事

業の本町の参加者３名分の客土１．０８ｈａのパワーアップ事業分の負担金で６万５千円

を計上しております。 

 その下の農業経営高度化促進事業促進費負担金では、中央一期・二期地区、今お話しま

した用水路整備事業で２億９千万円に対する促進費、それに加えて、道と本町のパワーア

ップ分、合わせて訓子府土地改良区へ負担するもので９８５万円を計上しております。 

 その下の事業区分、３．下水道事業特別会計繰出金では、下水道会計の収支不足分を繰

り出すもので４３６万１千円減の８，９０５万４千円を計上しております。 

 その下の事業区分、４．集落営農活動支援事業の負担金、補助及び交付金の多面的機能

支払交付金事業補助金では、本年度の対象面積、田７５％、単価で５５．４８ｈａで、ヘ

クタール当たり３万７，４００円、同じく田の１００％単価分では７．７ｈａで単価が４

万２，２００円、畑７５％の単価分が１，４２４.６７ｈａで単価が１万３，６００円、同

じく畑の１００％の方の単価では、４，５７５．１８ｈａ分で１万４，８００円、それと

最後草地になりますけど、草地が７５％分が５．９８ｈａで単価２，２００円、同じく１

００％分の単価で５１．７８ｈａで２，５００円、これら合計しますと今年は８，９６３

万１千円の予算となるというものでございます。 

○副議長（西山由美子君） 副町長、すいません。 

 第６款、途中ですけども、ここで昼食のため、休憩といたしたいと思います。 

 午後は１時から行いますので、ご参集願います。 

 

休憩 午前１１時５５分 

再開 午後 １時００分 
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○議長（上原豊茂君） それでは、定刻になりました。 

 休憩を解き、会議を継続いたします。 

 午前中、休ませていただきまして、西山副議長が進めてまいりましたけれども、午後に

ついては、私の方で会議を進めていきたいと思います。 

 また、山田代表監査委員から本日午後欠席する旨の報告がありましたので、ご報告いた

します。 

 それでは、一般会計予算の継続説明をお願いいたします。 

 副町長。 

○副町長（佐藤明美君） それでは１２１ページの真ん中以降になります。 

 ７目の牧場費、そこのですね、右側にいきまして、一番下の方になりますけども、事業

区分、２．牧場管理運営事業、そしてさらに次のページにまたがりますけども、次のペー

ジの６行目の需用費のところですけども、消耗品費では、主に十勝清水からの牛の受け入

れに関連しまして、草地への肥料散布量が増えたということもございまして、８０万５千

円増の６３８万５千円を計上してございます。 

 一番下の方の備品購入費では、これは老朽化しております３ｍ幅のモアコンディショナ

ー１台４３２万円を計上しているものでございます。 

 次に、１２５ページ、６款、２項、２目の林業振興費の事業区分、１．有害鳥獣駆除事

業の一番下の方の委託料、エゾシカ残滓
ざ ん し

処理業務では、運搬と処理目標頭数２００頭分を

当初見込んでおります。昨年同額の１７９万３千円を計上しております。 

 下の方の負担金、補助及び交付金のところの訓子府鳥獣被害防止対策協議会負担金では、

これは、くくり罠１０個購入と狩猟免許２名、わな猟免許５名、エゾシカ捕獲分２００頭

で８７万１千円をここの部分では計上しているものでございます。 

 その下の事業区分、２．民有林振興事業費の負担金、補助及び交付金の民有林振興事業

費補助金では、これは除間伐３０ｈａ、造林１０．２ｈａで２３４万７千円の計上でござ

います。 

 次に、事業区分、３．林業振興一般事業の委託料、森林所有者情報システムデータ整備

（機能追加）業務では、これは平成３１年度から運用が開始されるものでございまして、

林地台帳制度に合わせ既存の森林所有者情報システムに林地台帳機能を追加するというも

のでございまして、地籍図と基本図に航空写真をぶつける。レイヤと言いますけれども、

そういうシステムでやるもので、歳入のところでもお話しましたように７５万６千円を計

上しているものでございます。 

 次に、１２９ページ、ここからは７款の商工費になります。 

 ７款、１項、２目の商工業振興費の事業区分、１．産業観光振興対策事業の負担金、補

助及び交付金の産業観光振興協議会活動費負担金では、これは前段でもお話しましたけれ

ども、昨年度のイメージキャラクターの着ぐるみを去年ありましたので、今年はないとい

うことがありまして、元に戻って１９０万円減の１千万円の計上ということです。 

 その下の事業区分、２．商工業振興対策一般事業の負担金、補助及び交付金の５行目、

住環境リフォーム促進事業補助金では、町内の登録業者を利用して住環境リフォームを行

った場合の一部にメロンスタンプ商品券で助成するという制度でございまして、本年度は

４０件分で４００万円を計上しております。 
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 その下の訓子府町店舗出店等支援事業補助金では、これは店舗新築または店舗活用の支

援でございまして、これは１件分で３００万円をみてございます。 

 その下の訓子府町店舗改修事業補助金では、ここでは５件分を見込んで２５０万円の計

上でございます。 

 その下の訓子府町商工業後継者育成補助金では、これは商工業経営を後継する者が、そ

の事業所に就業し、町内に住所を有するという場合、本人に助成するもので、これは１件

分をみて２０万円を計上しているものでございます。 

 その下の訓子府町商工業就労補助金では、町内の企業や本町出身者の新卒者を新たに企

業が正規雇用として従業員を雇い入れた場合というような条件の、企業や本人に２０万円

を助成するもので、これは１件分、企業の分２０万円を計上しているものでございます。 

 次に、１３１ページ、ここからは土木費になります。 

 これは下の表の８款、２項、１目の車両運行管理費の事業区分、３．除雪車両運行管理

事業の需用費の車両消耗品では、これは昨年度は土木車両のスパイクタイヤの購入本数が

多かったことがございますので、本年度はその分が減っておりまして、２２９万９千円減

の３４３万円の計上でございます。 

 その２行下の車両修繕料では、これにつきましても、昨年度は主にグレーダーの修理や

車検が重なったということがございまして、今年はなくて、３０２万円減の２６１万円の

計上でございます。 

 なお、その下の方の手数料、これ次のページにまたがりますけども、上から３行目、自

動車重量税につきましては、これについても車検に伴うものですので、その分が大きく減

っているということでご理解いただきたいと思います。 

 次に、１３３ページの下の表になります。 

 ８款、３項、２目の道路維持費の事業区分、１．町道維持管理事業の需用費の修繕料に

なります。これは北栄南１１線ほか４本と市街地の舗装補修を計画的に進めるほか、歩道

や縁石などの地域要望箇所の修繕、さらには区画線の補修、側溝補修などで昨年同額の１，

９５０万円を計上しているものでございます。 

 その次のページの２行目、委託料になります。道路側溝清掃業務では、本年度は市街地

区の東側、それと実践会地区の管渠清掃を行うもので５１６万９千円を計上してございま

す。 

 次に、３目の道路新設改良費の事業区分、２．末広団地南３条道路整備事業の工事請負

費では、これは末広の団地の中にあります道路で、改良舗装で６１ｍ、幅員４ｍの道路整

備を行うもので９００万円を計上しております。 

 その下の４目、橋梁維持費の事業区分、１．橋梁維持管理事業の委託料、橋梁長寿命化

修繕計画策定業務では、これは道路橋の１０年間の修繕計画を策定するもので、対象橋梁

１００橋で８５０万円の計上でございます。 

 その下の工事請負費の橋梁長寿命化修繕計画橋梁修繕工事では、これは穂波橋、それと

笠野橋、これは西富です。柏丘の７線のそばといいますか、あの辺の、この３橋の修繕で

４，１５０万円の計上でございます。 

 次に、１３７ページ、上の表、４項、１目の河川総務費の事業区分、１．河川維持管理

事業の使用料及び賃借料の機械借上料では、これは市街地区普通河川の土砂上げや実践会
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地区の雑木の処理、さらには２８年度に被害を受けた河川の護岸補修、残っている護岸補

修のための機械借上げとして３７７万８千円の計上でございます。 

 次に、事業区分、２．河川改修整備事業の河川改修整備工事では、これは西訓川護岸補

修６０ｍ、川北排水川の川底補修で２０ｍ、これで二つで５００万円を計上しているもの

でございます。 

 次に、下の表になります。 

 ５項、１目の公園費の事業区分、１．レクリエーション公園維持管理事業の、次のペー

ジにまたがりますけども、上から３行目の委託料のところになります。１４０ページの上

の方です。公園内樹木管理業務では、カイガラ虫防除および雑草の一斉除草で３３万７千

円の計上。 

 それと下の方になります原材料費の修繕原材料では、これは芝桜の苗木、１万６千鉢な

どで２０２万１千円を計上しております。 

 その下の備品購入費のバッテリーカーでは、これは今年は一番利用の多いアンパンマン

カーの２人乗り１台を更新するもので８９万７千円の計上でございます。 

 次に、１４１ページ、上の方になります。 

 ６項、１目、住宅管理費の事業区分、１．町営住宅維持管理事業の備品購入費、これは

公営住宅の一部の備付備品であるストーブおよびボイラーの経年劣化による修理不能に備

えて、昨年同様、ストーブ４台、ボイラー２台を購入するものとして８８万円を計上して

おります。 

 次に、２目の住宅建設費の事業区分、１．幸栄団地整備事業の委託料の耐力度調査業務

では、これは昭和５８年建設の１棟４戸の改修工事に交付金を充てることを想定しまして、

耐力度調査として１８０万円を計上しているものでございます。 

 その下の工事請負費の幸栄団地公営住宅建設工事では、これは木造平屋建て２ＬＤＫ１

棟４戸、駐車場整備１４台分で８，４００万円の計上でございます。 

 その下の幸栄団地公営住宅改修工事、これは昭和５８年建設の１棟４戸の内部改修で断

熱窓の取り替え、３か所の給湯、ユニットバスなどで２，７００万円の計上でございます。 

 その３行下の方の補償、補填及び賠償金の、これは動産移転料になりますけども、これ

は西幸町の住宅の移り替えを想定して１０戸分を見ております。それで９０万円を計上し

ております。 

 次に、事業区分、２．公営住宅改修事業の工事請負費の穂波団地公営住宅改修工事では、

これは１棟８戸の外壁と屋根の改修、これで１，６５０万円の計上でございます。 

 次に、１４５ページ、ここからは消防費になります。 

 ９款、１項、１目の消防組合費総体では、１８３万７千円増の１億７，８６８万９千円

となっておりますけれども、その主な原因の中身につきましては、１９３ページをお開き

願いたいんですけども、ここに内訳、ここの表から後ろに書いてありますけれども、１９

３ページの、まず、３款、１項、３目、事業区分、１．職員給与費では、職員の給与改定

に伴う給料と手当の率の改定によりそれぞれ増ということになってございます。 

 その下の事業区分、２．消防行政一般経費の旅費の普通旅費では、新規採用の職員の消

防学校入校や同校の救助科への入校を含めて８３万２千円の計上でございます。 

 その下の消耗品費では、これも新規採用職員の制服、夏用の活動服、雨具の更新などを
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含み３１万８千円増の１３９万４千円の計上となっております。 

 その下の役務費の手数料では、救急ワークステーション研修に際しまして、各種感染性

の抗体の検査が求められている。必須条件であるということから３６万６千円増の５９万

円を計上しております。 

 下の方の負担金、補助及び交付金の負担金ところの、大型自動車免許取得に要する者は

去年採用と今年採用の職員２人分の経費を含めて５２万６千円増の６２万７千円を計上し

ているものでございます。 

 次に、１９６ページ、事業区分、６．消防業務費の備品購入費では、耐用年数１５年を

経過した空気呼吸器４基を更新するものとしまして１１５万３千円の計上になります。 

 次に、その下の事業区分、７．救急業務費の役務費、手数料では、酸素ボンベや除細動

器などの点検分として２４万２千円を、それと消防施設運営管理費から変更したことによ

り２９万４千円の計上となっております。 

 その下の委託料では、気管挿管病院研修に伴う経費を含めて、これは２９万円増の３２

万８千円の計上。 

 その下の備品購入費では、気道確保用スコープ１基の更新で２９万２千円を計上してい

るものでございます。 

 次に、事業区分、８．消防施設運営管理費の需用費、消耗品では、これはスパイクタイ

ヤの購入分が去年ありましたので、それの分が減ったということで４３万３千円の計上に

なります。 

 その下の役務費の手数料では、昨年度は主に無線基地局関連の法定手数料と救急資機材

の点検手数料などがありましたので１２１万２千円減の本年は２２万２千円の計上という

ことになります。 

 一番下の備品購入費では、これは洗濯機と掃除機を各１台購入するというもので１５万

４千円の計上となります。 

 次に、１９７ページ、下の表、２項の３目、訓子府消防団費です。団費の事業区分、３．

消防業務費の備品購入費では、これは消防用ホース１０本の更新で３６万８千円を計上し

ております。 

 次に、事業区分、４．消防施設運営管理費の需用費の消耗品費では、昨年度、分団の車

のタイヤ購入がありましたので、９６万７千円ほどありましたので、それの減で４３万６

千円の計上でございます。 

 次、２００ページ、事業区分、６．消防団活性化推進事業の需用費の消耗品費、これで

は、団員の活動服を２年計画で更新を考えておりますので、それを含めて９２万５千円増

の１５７万２千円の計上でございます。 

 次に、下の表の３項の３目になります。訓子府消防施設費の事業区分、２．消防施設維

持管理経費の需用費の修繕料、これは、照明器具ＬＥＤ化の取り替えを含め１１万８千円

増の５０万４千円の計上でございます。 

 その下の負担金、補助及び交付金の負担金では、消防庁舎前の消火栓の更新分がありま

して、１００万円増で１１０万円の計上をしてございます。 

 次に、２０１ページの上の表の４款、公債費、１項、１目の事業区分、１．消防組合債

償還元金では、平成２４年度と２５年度の２か年で実施した消防救急デジタル無線整備事
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業に係る償還元金１，４３０万１千円と平成２６年度から平成２８年度までの消防本部庁

舎建設償還元金４１４万円を合わせた７本の借り入れに係る償還元金として１，８４４万

２千円を計上しているものでございます。 

 次に、２目の利子、事業区分、１．消防組合償還利子では、これは同じ事業の他の元金

償還と平成２４年度以降に整備した無線遠隔サイレンデジタル化事業、それや消防本部庁

舎建設費の借り入れに対する利息として４４万４千円の計上でございます。 

 次に、下の表の一番下の９款、１項、２目の組合共通経費の事業区分、１．組合共通経

費の一部事務組合負担金では、これは人口割３０％で２４６万２千円、準市街地割が３０％

で３１９万５千円、それと財政割が４０％で６１７万４千円、それに加え、通信員の人件

費分７８万１千円、それらの合計で１，２６１万２千円の計上となっています。 

 それでは、１４５ページに戻っていただきまして、次、２目になります。 

 ２目、水防費の事業区分、１．水防対策事業の原材料になります。本年度は整備計画に

基づきまして、土のう袋２千枚分を買うということで２７万３千円を計上しております。 

 次に、３目になります。災害対策費の事業区分、１．防災対策事業の報償費では、これ

は自主防災組織育成などのため、先進地の組織代表などを招いて自主防災組織育成の講演

会の講師謝礼として３万円を計上しているものでございます。 

 それと消耗品では、これ第２次訓子府町緊急物資等備蓄ガイドラインによる災害用アル

ファ米のほか、防災訓練用の消耗品などを含め７４万４千円の計上でございます。 

 一番下の方の自主防災組織育成支援事業補助金では、本年度は自主防災組織の防災訓練

実施の支援のために２０万円を計上しているものでございます。 

 次に、１４７ページ、ここからは、教育費になります。 

 まず１０款、１項、２目、一番下の行になりますけども、事業区分、４．学校教育等一

般事業の、次のページになります。これの上から６行目、報償費、講師謝礼です。これは

コミュニティスクール推進委員の講習会を開催するものとして２回分の２０万円を計上し

ております。 

 その１０行ほど下の方になりますけれども、使用料及び賃借料のところのバス借上料、

これは、コミュニティスクール推進委員の日帰り研修で、これは２回分を見ております。

２１万６千円の計上です。 

 その下の負担金、補助及び交付金の５行目、第９地区教科用図書採択教育委員会協議会

負担金では、本年度は道徳の教科書のための協議会立ち上げで１万１千円の計上でござい

ます。 

 その下の社会科副読本編集委員会交付金では、これは昨年度から協議してきております

けれども、本年度は副読本を完成させると、印刷もですけども、完成させるために２１５

万９千円を計上しております。 

 その下の北海道訓子府高等学校教育振興会議交付金では、主に入学者が増えていること

から、通学支援および就学旅行支援などが増え、２９３万４千円増の１，６３６万７千円

の計上となっております。 

 その下の北海道訓子府高等学校創立７０周年記念事業協賛会助成金では、記念式典、記

念誌発行などの経費として７０万円を予定しております。 

 次に３目のスクールバス運行費の事業区分、１．スクールバス運行事業の需用費、車両
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消耗品では、昨年度はスクールバスのタイヤ購入があったということもありまして、大き

く１５９万２千円減の今年は１４９万７千円を計上しているというものです。 

 次に、１５１ページ、今度は下の表になります。 

 ２項の、ここは小学校費です。１目、学校管理費の事業区分、１．臨時講師配置事業、

ここの賃金では、訓小の臨時講師２名、それと支援員２名、それと居小の臨時講師兼支援

員が１名、これは昨年同様ですけれども１，０２９万円の計上となります。 

 次に、事業区分、３．学校維持管理事業の需用費の修繕料、ここでは、訓小のグラウン

ド西側のターザンロープ遊具の改修、それと食堂の蛍光灯７２本の交換、それと居武士小

学校屋内消火栓の修繕などによりまして７１万３千円増の２５１万３千円の計上となりま

す。 

 次のページの６行目、委託料、学校樹木管理業務では、昨年度、樹木診断に基づきまし

て、１７本の樹木の剪定や治療を行うものとしまして、診断に基づきまして、１１０万２

千円の計上となっております。 

 一番下の行の劣化診断業務では、小学校２校の長寿命化計画策定のための総合的劣化診

断を行うものとして１１４万５千円の計上でございます。 

 次に、事業区分、４．学校管理一般事業の一番下の方の備品購入費、工具等備品では、

訓小のデジタル児童体重計１台とＣＤプレーヤー１台、１０万円を計上してございます。 

 次に、１５５ページ、２目、教育振興費の事業区分、１．教育振興事業の委託料の子ど

も劇場開催業務では、昨年度までは下の方の教育振興事業交付金の中に含んでおりました

けども、本年度からは独立といいますか、委託料に計上するものとしたもので、内容は今

年は小学校は音楽鑑賞ということで２５万円を計上しております。 

 その下の備品購入費の教科用教材では、訓小ではデジタルキーボード２台、顕微鏡６台、

実験用てこ１台、居小のデジタルカメラ１台などで６１万１千円を計上しております。 

 その下の特別教科用教材では、訓小のトレーニングタイマー、跳び箱のロイター板、ミ

シン、居小では二人用の鉄棒、ミシン、ブックトラックなどで７２万３千円を計上してお

ります。 

 その下の児童用図書では、基準蔵書数に近づけるために訓小では今年は２８０冊で４２

万円、居小では１００冊で１５万円、合計５７万円を計上しております。 

 その下のスクールバンド用楽器では、チューバ１台で５７万４千円の計上です。 

 次に、事業区分、２．遠距離通学対策事業の負担金、補助及び交付金の遠距離通学費補

助金では、居小の通学分だけですけども、その通学距離が学校から２．５ｋｍ以上の子ど

もに対する補助で、対象者は今３人おります。その３人分で６万８千円の計上となってお

ります。 

 次に、事業区分、３．就学援助・奨励事業の扶助費、特別支援教育就学奨励費では、特

別支援学級に在籍する児童に対する就学奨励費で、認定見込数が１５名分見ております。

それで６５万８千円の計上となります。 

 その下の要保護・準用保護児童就学奨励費では、本年度認定見込数で要保護は０人、準

要保護４２名、それの経費が３９２万５千円を計上しております。 

 次に、下の表の３項、ここからは中学校費です。 

 １目、学校管理費の事業区分、１．臨時講師配置事業の賃金では、臨時講師１名、特別
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支援の支援員が２名、これも前年同額で６１４万円の計上です。 

 次に、１５８ページ、上の方になります。 

 事業区分、３．学校維持管理事業の需用費の修繕料、これは主に、食堂の音響設備の修

繕、それと図書室の電気設備修繕およびパネルヒーター修繕、これ中学校です。体育館放

送設備修繕などで４６４万９千円の計上でございます。 

 その６行下の委託料の学校樹木管理業務、これは今年は東側の樹木の剪定を行うもので

５７万６千円の計上でございます。 

 その下の校舎等特別清掃業務では、本年度は２階を中心に行うこととして１２３万９千

円の計上になります。 

 一番下の劣化診断業務では、小学校同様、長寿命化計画策定のため、総合的劣化診断を

行うものとして、中学校分としては９８万３千円の計上となります。 

 その６行ほど下の備品購入費です。校具等備品では、図書室のパネルヒーター３台と４

列５段というんですかね、それの回転書架、これ１台で１９万７千円を計上してございま

す。 

 次に、事業区分、４．学校一般管理事業、これ次のページにまたがりますけども、９行

目の備品購入費になります。校具等備品では、これは掃除用具ロッカー４台１２万８千円

を計上しております。 

 そして、次に、２目の教育振興費の事業区分、１．教育振興事業の委託料、子ども劇場

開催業務、これは小学校費と同様、昨年度まで教育振興事業交付金の中に含んでおりまし

たけども、本年度から分離してというか、独立して委託料に計上したもので、中学校では

今年は芸術鑑賞、小学校は音楽でしたけども、中学校は今年は芸術鑑賞で４０万円を計上

しております。 

 その下の備品購入費の特別教科用教材では、方眼黒板、それと教育用アイパッド、タブ

レットといいますか、それと洗濯機、プリンター、書画カメラで６２万７千円の計上とな

っております。 

 その下の生徒用図書では、基準蔵書数に近づけるため、中学校は１４０冊２１万円を計

上しております。 

 その下の部活動用品では、吹奏楽部の、これはビブラフォン１台７２万９千円の計上に

なります。 

 次に、事業区分、２．就学援助・奨励事業のところです。扶助費の特別支援教育就学奨

励費では、特別支援学級に在籍する児童に対する就学奨励費で、認定見込数７名みており

まして、４３万５千円。 

 その下の要保護・準用保護児童就学奨励費では、見込数が要保護で１名、準要保護で２

７名、３１２万４千円の計上です。 

 その下の特別支援学校交通費助成では、対象者は２世帯ございます。２世帯２名で５６

万９千円を計上しております。 

 次に、１６１ページ、４項、１目、こども園費になります。 

 一番上、事業区分、１．こども園運営事業、ここの賃金では、主に臨時保育教諭３名の

増で６７８万３千円増の２，８１６万８千円の計上としております。 

 その下の臨時管理栄養士では、病気で欠員となっております職員に替え、１人分の臨時
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賃金１８８万４千円の計上でございます。 

 その下の方の需用費の一番下、賄材料費では、０歳児１２人、１・２歳児３８人、３歳

児以上１２０人、職員３７人などで前年の実績を勘案して２１３万３千円減の１，２７１

万７千円の計上になっております。 

 次のページの上から４行目、備品購入費のところです。校具等備品では、平成２９年度

の計量機検査で指摘があったことがございまして、幼児用の水平体重計１台を購入すると

いうもので６万８千円を計上しております。 

 その下の給食用備品では、食缶２個と検査冷蔵庫１台で３４万４千円の計上になります。 

 その下の児童用図書では、「絵本のいえ」の蔵書を５年で１，４００冊の計画を立ててお

りますけども、本年度は図鑑・絵本・紙芝居など３００冊分で４５万円を計上しておりま

す。 

 その下の負担金、補助及び交付金の講習等負担金では、花火打ち上げに際して、煙火消

費保安手帳を必要ということで、担当を受講させるものとして９千円を計上してございま

す。 

 次に、その下の表の５項、１目、社会教育総務費の次のページになりますけども、事業

区分、３．青少年教育推進事業の報償費の講師謝礼では、青少年研修館開館にあわせて記

念講演会を開催するものとして１４万円増の２９万円を計上しております。 

 下の方の負担金、補助及び交付金の４行目、青年団体連絡協議会活動費補助では、昨年

度は設立７０周年にあたる記念誌の作成がありましたので、今年はないということで２５

万円減の１０万円の計上となっております。 

 その下の４Ｈクラブ活動費補助金では、４０周年記念式典および記念誌発行などで、こ

れは２０万円増で３０万円の計上となっております。 

 次に、１６８ページの事業区分、６．芸術文化振興事業の、その下の方の委託料、各種

教室・事業講師派遣業務では、札響による、ほくでんファミリーコンサートの札幌交響楽

団に来町に合わせまして、訓中の吹奏楽部および訓小スクールバンドの楽器の演奏指導も

行ってもらうということを計画しておりまして、３０万円を計上してございます。 

 それと委託料の下の方ですけども、下の方の三つの事業、これは訓子府町文化芸術活動

方針に基づきまして、昨年度からパブリックアートによるまちづくり事業「アート・タウ

ン・プロジェクト」を展開しているところですが、そのプロジェクトに基づき、作品の公

開制作・ワークショップ業務では、昨年度は各種芸術・文化事業報償金の中で予算組をし

ておりましたけども、本年度からは委託料に独立させて計上しております。その内容につ

きましては、武蔵野美大の推薦する作家による彫刻作品公開制作と武蔵野美大の学生など

による彫刻体験、ワークショップ指導などを行うものとして１０３万２千円の計上でござ

います。 

 その下の黒板ジャック製作・対話型作品鑑賞会業務では、これは夏休みを利用して武蔵

野美大の学生グループ８名によるチョークによる黒板アートの作品を昨年に続き、今年も

実施したいという部分で５６万円の計上でございます。 

 作品運搬設置委託料では、彫刻作品の運搬・設置にかかる経費で一応３０万円を見てい

るものでございます。 

 １７０ページ、事業区分、７．青少年研修館維持管理事業では、本年の１１月に開館を
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予定しておりますけども、開館後５か月間の維持費を計上しているものでございまして、

次に一番下の行になりますけども、事業区分、１０．青少年研修館建設事業の、次のペー

ジになります。上から３行目、工事請負費、青少年研修館建設工事では、これは皆さんご

存じのように、公民館の北側に木造平屋建て１棟１６８．４８㎡で、４，７００万円の計

上をしているものでございます。 

 その下の備品購入費の施設用備品では、テーブル、イス、イス用の台車、それと冷蔵庫、

洗濯機などで２００万３千円の計上をしているものでございます。 

 次に、２目の公民館費の事業区分、１．公民館維持管理事業の需用費の修繕料では、非

常用発電機、屋上にあります非常用発電機の制御ユニット修繕で４１９万５千円、それと

ロビーのトップライト３３万５千円、それと暖房用ボイラーエアーベントの取り替え４３

万２千円、ポーチのタイル修繕３４万６千円などで５７０万７千円の計上となります。 

 次、下の方の備品購入費の施設用備品では、これはマイク等の電源制御ユニット更新、

それと陶芸用の土練り器、講堂用のワイヤレスアンテナで５０万３千円の計上となります。 

 次に、１７４ページ、事業区分、３．図書館維持管理事業の需用費の修繕料、ここは主

に、閲覧室のソファのクロスの張り替え１０万１千円、それと暖房用ボイラーの設備の修

繕などで１９万８千円の計上となってございます。 

 一番下の備品購入費のところでは、施設用備品では、これは掃除機１台、６万５千円を

計上しております。 

 次に、ちょっと飛んでもらって、１７８ページ、６項、２目の体育施設費の事業区分、

１．スポーツセンター維持管理事業では、スポーツセンターの取り壊しにより大きく減額

しておりますけども、９行目の需用費の消耗品費では、代替え施設の消耗品として２７万

９千円を計上しているもので、オープン記念事業消耗品５５万４千円、合わせて８３万３

千円を計上しているものでございます。 

 委託料では、各学校等ですけども、施設巡回業務としてスポーツセンターの代替施設で

ある小中学校の使用後の確認、それと施錠をするために６４万８千円の計上をしているも

のでございます。あと、完成時の備品等運搬搬入業務で５９万４千円、それと行事やイベ

ント時の立て看板というんですかね、それの下地、土台を作るということで、これは別発

注ですけども、月別の行事予定のパネルなど看板作製という下地です。４１万６千円の計

上。 

 次に、事業区分、２．温水プール維持管理事業の需用費の修繕料では、主なものでは、

ろ過機のろ材の交換１１７万２千円、それとウオータースライダーの補修および床階段の

修繕で９７万６千円、量水器の取り替え２８万円、自動審判計時装置修繕で２５万４千円

などで合計で３２６万９千円の計上でございます。 

 その下の光熱水費では、これは電気料においては電気合理化に伴い、スポーツセンター

と昨年まで一本化しておりましたけれども、スポーツセンターの取り壊しによりまして、

独自でつけなきゃならないという、分離計上したことによりまして２８６万２千円増の５

２８万６千円の計上となってございます。 

 その下の委託料の７行目、プール水槽設備保全業務では、プール水槽内の塗装や距離ラ

インの剥離
は く り

などを直すことで１５万７千円の計上でございます。 

 電気保安業務では、電気料同様、スポーツセンターで計上していたものを分離というこ
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ともございまして、１７万９千円の計上でございます。 

 次に、１８０ページ、中ほどになります。 

 事業区分、４．屋外運動施設維持管理事業の委託料の３行目、これはスキー場圧雪業務、

これは昨年の１２月の時に皆さんにご理解いただきましたものですけれども、圧雪車の更

新に伴いまして、業者が変わったということも含めて、ちょっと額が上がっておりますけ

ども、９５万４千円増の１９９万１千円の計上を今年はしているものでございます。 

 そして、次に、１８２ページの事業区分、５．スポーツセンター建設事業になりますけ

ども、これに伴います本年度の事業費として計上しているもので、工事請負費や工事管理

業務以外の関連経費の主なものを説明したいと思います。 

 まず、需用費、消耗品費では、トレーニングルーム関連では６６万３千円、それとスポ

ーツ用品関係では９８万８千円、事務用品で９３万４千円、これの合計２５８万６千円の

消耗品は計上でございます。 

 それとネットワーク整備業務では、光ケーブルの配線やＬＡＮの配線などで１１０万４

千円の計上になります。 

 その下の方の備品購入費の施設用備品では、事務室や各部屋の机や書棚、それとイス、

ロッカー、ベンチ、ロールカーテンなどで１，２８１万円、それと器具庫に収納するバレ

ーボールの支柱やソフトマットなどで６９８万７千円、それとトレーニング室のトレッド

ミル、レッグプレス、スミスマシンなどで１，１２１万４千円、これら合計で３，１０１

万１千円の計上でございます。 

 次に、３目の給食センター費の事業区分、２．給食調理事業の需用費の一番下、これ賄

材料費になりますけども、主に訓子府高校の給食希望者の増により１０８万６千円増で２，

９１２万３千円の計上でございます。 

 次に、事業区分、３．給食センター維持管理事業の、これ次のページの上から２行目に

なりますけども、需用費、ここの修繕料になります。厨房床塗装修理、それと消火栓ポン

プ逆止弁の修理、それと排水管破損修理などで４２万円増えまして９１万６千円の計上で

ございます。 

 その下の役務費、手数料では、ノロウイルスの検査回数を、昨日の補正の時も言いまし

たけども、検査回数を年２回から２か月に 1 回、というよりも、冬場に集中しますので、

１２月とか、そこのところ毎月１回というような状況になろうかと思いますけども、３４

万６千円増えまして９５万２千円ということの計上でございます。 

 その下の方の備品購入費の厨房用備品では、これは配送用コンテナを１台購入するもの

として４５万円の計上になります。 

 次に、１８５ページの１１款の公債費になります。 

 公債費では、今年度で終了する起債が平成１０年度分で２本、平成１５年度分で２本、

平成２５年度分で１本、そして、財源対策のない公住債、ずっと先の方の基金のところで

もお話しましたけれども、公住債１５本の繰り上げ償還を含め、元利合わせて７億６，８

８１万９千円の計上となります。これ元利合わせてです。 

 次に、１８９ページをお開き願いたいと思います。１３款の給与費になります。 

 ここでは、特別職３人と一般職９６人、新規採用の４名含んでおりますけども、人件費

を計上しております。また、議員の皆さんや各種委員の皆さんの報酬等を加えた人件費総



 - 38 - 

体については、これは２０９ページになりますけども、給与費明細書を添付しております

のでご覧をいただきたいと思います。なお、この明細書は、地方自治法に基づく書式でご

ざいまして、報酬、給料、手当、共済費などのほか、手当の種類ごとに前年との比較がで

きるように調整したもので、これは後でご覧いただくこととして説明は省略させていただ

きます。 

 続きまして、２０３ページ、ここからは、これまでにご決定をいただいた債務負担行為

に本年度分以降の支出予定額の調書でございまして、２０７ページの計の欄にありますよ

うに、本年度以降の支出予定額は、１億６，３３６万６千円となっているものでございま

す。そのうち一般財源としては、１億５，５６０万７千円が必要というような内容になっ

てございます。 

 なお、本年度分の支出予定額につきましては、説明資料の２２、２３ページに一覧でま

とめておりますので、後ほどご覧をいただければと思います。 

 続きまして、２０８ページ、これは地方債の年度末現在高に関する調書でございまして、

合計欄の右側にございますように平成３０年度末の現在高見込額は、５２億８，１３３万

２千円となっております。 

 以上、総額５７億５，２９０万円とする平成３０年度の一般会計予算案につきまして、

説明申し上げました。 

 時間の関係もあって、端折ったところもありますけれども、説明については、歳入のと

ころでも説明しましたように、依然として厳しい状況であることは変わらないということ

を踏まえていただきながら、今後の大型事業を勘案しながらも基金の積み立てや繰り上げ

償還を行うとともに、経常経費の効率的な執行による緊縮を行い、行財政の均衡を図ると

いうことを重点に置き予算編成に当たらせていただきました。 

 結果的には、スポーツセンターなどの投資的経費の伸びもあり、例年を大きく上回る予

算になりましたけども、すべての町民にやさしいまちづくりを実現するための施策に配慮

しながら町づくりと財政の健全化の両立化を目指したものとなった予算になっております。 

 説明不足につきましては、おわび申し上げますけれども、後については、特別委員会等

の質疑の中で補足させていただきますので、ご審議の上、決定いただきますようよろしく

お願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（上原豊茂君） ここで午後２時５分まで休憩をとりたいと思います。 

 

休憩 午後 １時５６分 

再開 午後 ２時 ５分 

 

○議長（上原豊茂君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 

 議場内が非常に温度上がっていますので、暑い方は上着を脱いでください。 

 次に、議案第１２号 平成３０年度訓子府町国民健康保険特別会計予算についての提案

理由の説明を求めます。別冊予算書２１４ページです。 

 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（谷方幸子君） 各会計予算書の２１４ページをお開き願います。 
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 議案第１２号 平成３０年度訓子府町国民健康保険特別会計予算につきまして、別冊の

予算案の説明資料を含めてご説明申し上げます。 

 予算書に入ります前に、別冊の各会計予算案の説明資料、こちらの３ページをお開きい

ただきたいと思います。 

 その中段になりますが、国保会計の予算編成に当たっての基本的な考え方について記載

しております。 

 最初に、歳入でありますけれど、国保税につきましては、現行税率により計上しており

ます。 

 国庫支出金及び道支出金につきましては、都道府県化に係る補助金として積算した額を

計上しております。 

 一般会計繰入金につきましては、ルールによる繰り入れ分を繰入金として計上しており

ます。 

 次に、歳出ですが、前々年度の医療費実績見込み等から推計した保険給付費および事業

費納付金を計上したほか、一般管理費で、都道府県化に伴う国民健康保険システム改修費

を、保健事業費では、特定健診に係る費用を計上しております。 

 次に、資料の９ページをお開き願います。 

 ９ページの財政調整基金保有状況（見込）でございますが、下から３行目には国保会計

の財政調整基金保有状況を記載しております。 

 基金は、一般会計から繰り入れる普通交付税に算入されております財政安定化支援分３

２万２千円と、預金利子１千円を積み立てし、平成３０年度末の保有見込額は一番右側に

記載しております３２万２千円となる見込みであります。 

 また、同じ資料の２５ページから２９ページにわたり、国保会計の概要をそれぞれ記載

しておりますが、その資料の内容につきましては、説明を省略させていただきます。 

 それでは、予算書の２１４ページに戻りまして、内容をご説明申し上げます。 

 議案第１２号 平成３０年度訓子府町国民健康保険特別会計予算の第１条では、予算の

総額を歳入歳出それぞれ８億８，８２０万円と定めるものであります。 

 この予算は、前年度当初と比較しまして８，７５０万円、約９．０％の減額計上となっ

ております。 

 第２条では、一時借入金の借入限度額を前年度同額の３千万円と定めるものであります。 

 第３条では、歳出予算の流用についての定めでありますが、保険給付費の各項の予算に

過不足が生じた場合に、同一款内で各項間の流用ができることを定めるものであります。 

 次に、２１５ページから２２０ページにつきましては、款項ごとにそれぞれ額を記載し

ており、２２１ページから２２２ページには、総括表を載せておりますので、ご覧をいた

だくこととしまして、２２３ページ以降の事項別明細書によって、その特徴的なものに限

って説明させていただきますとともに、平成３０年度は都道府県化により、科目の新設、

変更、廃止をしております。廃止につきましては、詳細の説明を省略させていただきます

ので、あらかじめお許しをいただきたいと思います。 

 それでは、２２３ページの歳入から説明させていただきます。 

 見開きで左側が款・項・目、右側のページが節以下、説明を載せてございますので、両

方のページを見ながらお聞きいただきたいと思います。 
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 最初に、２２３ページの１款、１項、国民健康保険税、１目の一般被保険者国民健康保

険税でありますが、総額では、前年度比１，１５８万４千円増の２億４，３４３万円を見

込んでおります。 

 ２２４ページの１節、医療給付費分現年課税分につきましては、世帯数で８９１世帯、

被保険者数は２，０２３人を見込んで、現行税率により算定し、その額から低所得者軽減

分、限度額超過分などを差し引きし、収納率を９９％と見込んで１億７，３３７万３千円

を計上しております。 

 ２節の医療給付費分滞納繰越分につきましては、前年度同額の １００万円を計上してお

ります。 

 次に、３節の後期高齢者支援金分現年課税分につきましては、先ほどの医療給付費分現

年課税分と同様に算出し、４，９９８万４千円を計上しております。 

 次に、５節の介護納付金分現年課税分につきましては、世帯数で４８８世帯、被保険者

数は７２０人を見込んで１，９０７万１千円を計上しております。 

 次に、同じ２２３ページ下段の２目、退職被保険者等国民健康保険税でありますが、総

額では、前年度比１３万９千円減の１３８万３千円を見込んでおります。 

 ２２４ページ下段の１節、医療給付費分現年課税分につきましては、世帯数を１３世帯、

被保険者数は２３人と見込んで９６万５千円を計上しております。 

 次に、２２６ページの３節、後期高齢者支援金分現年課税分につきましては、医療給付

費分現年課税分と同様に算出し２２万８千円を計上しております。 

 次に、５節の介護納付金分現年課税分につきましては、世帯数で１６世帯、被保険者数

は２３人を見込んで１８万７千円を計上しております。 

 次に、２２５ページ下段の２款、国庫支出金、１項、１目、国庫補助金につきましては、

２２６ページの下段になりますが、新たな節の１節、国民健康保険制度関係業務準備事業

費補助金に「事務処理標準システム」の導入に係る経費の補助対象額である１，５７６万

２千円を計上しております。 

 次に、２２７ページの２段目、３款、道支出金、１項、１目の保険給付費等交付金につ

きましては、２２８ページに新たな科目で、保険給付に係る交付金分を普通交付金として

歳出同額の５億５，６０５万９千円を計上。 

 また、２節、特別交付金には、保険者努力支援分２９０万１千円、「事務処理標準システ

ム」導入経費の補助等の特別調整交付金分（市町村向け）に８２９万８千円、これまでの

北海道調整交付金特別調整交付金が含まれる道繰入金（２号分）に１，７２７万９千円、

特定健康診査等負担金には、２０４万８千円を計上しております。 

 次に、２項、１目、財政安定化基金交付金につきましても、新たな科目で、基金の借り

入れに必要な科目で、予算額は科目計上の１千円としております。 

 次に、２２９ページの２段目の表になります。 

 ５款、繰入金、２項、１目の一般会計繰入金のうち、２３０ページの１節、保険基盤安

定繰入金は、前年度実績額により、保険税軽減分２，００２万３千円と保険者支援分１，

１９５万円を合わせ３，１９７万３千円を、２節の出産育児一時金繰入金は５６０万円を、

３節の財政安定化支援事業繰入金は、昨年度の普通交付税措置実績額の３２万２千円を、

４節のその他一般会計繰入金は、国保会計を運営するための事務費等に要する経費に２５
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１万４千円をそれぞれ町の負担分として繰り入れするものであります。 

 次に、２３１ページの２段目の表になります。 

 ７款、諸収入、３項、６目の雑入につきましては、特定健診に係る自己負担額等の計上

ですが、集団健診５６０名のうち誕生健診の４５名を除く５１５名分の６１万８千円を計

上しております。 

 ２３１ページの中段以降には、廃止科目である療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、

共同事業交付金について記載しております。 

 次に、歳出について説明させていただきます。２３３ページをお開き願います。 

 まず、１款、総務費、１項、１目の一般管理費および２目の連合会負担金につきまして

は、国保一般事務に要する経費として、合わせて前年度比２，０３７万９千円増の３，４

９４万２千円を計上しておりますが、増額の要因としましては、２３４ページの上の段の

説明欄にありますように、委託料のうち都道府県化に向けた国民健康保険システム改修業

務として「事務処理標準システム導入」に係る改修業務、これに２，０２３万円の計上を

しておりますが、このことによります。 

 また、昨年本科目で予算計上していた共同電算処理業務は、北海道に合わせ、２款、１

項、５目の審査支払手数料に移行しております。 

 なお、１目の積立金では、財政調整基金積立金として、財政安定化支援事業分と基金利

子分を合わせて３２万３千円を計上しております。 

 次に、２項、徴税費および３項の運営協議会費につきましては、徴収事務および運営協

議会の事務的経費として、それぞれ３８万９千円と１１万６千円を計上しております。 

 次に、２３５ページをお開きください。 

 ２段目の２款、保険給付費、１項、療養諸費の積算につきましては、前々年度からの給

付、支払実績から推計し、計上しておりますのでご理解をお願いします。 

 まず、１目の一般被保険者療養給付費は、前年度比４千万円増の４億８千万円を計上。 

 ２目の退職被保険者等療養給付費は、前年度比６２０万円減の６１０万円を計上。 

 ３目の一般被保険者療養費は、前年度比３０万円減の７００万円を計上。 

 ４目の退職被保険者等療養費は、前年度比１万円減の１０万円を計上。 

 ５目の審査支払手数料は、１款、１項、１目、一般管理費から２３６ページにあります

ように共同電算処理業務８６万２千円が移行しておりますので、前年度比８３万９千円増

の２４４万２千円を計上しております。 

 次に、２項、高額療養費につきましても、療養諸費と同様に前年度の実績により推計し

計上しております。 

 １目の一般被保険者高額療養費は、前年同額の４，８００万円を計上。 

 ２目の退職被保険者等高額療養費は、前年度比４４万円減の２５０万円を計上。 

 次に、２３７ページの３目、一般被保険者高額介護合算療養費は、前年度同額の１００

万円を計上。 

 ４目の退職被保険者等高額介護合算療養費につきましては、３万円を計上しております。 

 次に、上から３段目の４項、出産育児諸費、１目の出産育児一時金につきましては、前

年度実績を勘案しまして２０人分８４０万円を計上しております。 

 次に、５項、葬祭諸費、１目の葬祭費につきましては、議案第１９号でも説明させてい
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ただきましたとおり、金額を５万円から３万円に改めまして、１６件分の４８万円を計上

しております。 

 次に、２３９ページをお開きください。 

 ３款、国民健康保険事業費納付金は、新たに北海道へ納付金を支払うための科目で、そ

の金額は北海道からの通知により計上しております。 

 １項、医療給付費分、１目の一般被保険者医療費分につきましては、２億１，２９０万

５千円を計上。 

 ２目、退職被保険者等医療給付費分につきましては、１５６万６千円を計上しておりま

す。 

 ２項、後期高齢者支援金等分、１目、一般被保険者後期高齢者支援金等分につきまして

は、５，２６６万３千円を計上、 

 ２目、退職被保険者等後期高齢者支援金等分につきましては、４１万９千円を計上して

おります。 

 ３項、１目、介護納付金分につきましては、１，９７３万４千円を計上しております。 

 次に、２４１ページの５款、１項、１目、財政安定化基金拠出金につきましては、これ

も新たに基金への返還のための科目で１千円の科目計上をしております。 

 次に、６款、保健事業費、１項、１目の特定健康診査等事業費につきましては、国保の

４０歳から７４歳の被保険者を対象とした特定健診と特定保健指導に要する経費の計上で

すが、前年度比２万３千円減の４３９万８千円を計上しております。 

 右側の２４２ページになりますが、１２節の役務費は、特定健診のための郵送料や特定

健診データ管理システム手数料として４７万円を計上、１３節の委託料は、特定健診業務

に係る費用ですが、７００名分の基本検診料などとして３９１万９千円を計上しておりま

す。 

 次に、２項、保健事業費、１目の保健事業総務費につきましては、保健事業に要する経

費ですが、２４２ページ下段の説明欄の賃金は、未受診者勧奨事務などの臨時事務員賃金、

特定保健指導の臨時栄養士の賃金などで４１万５千円を計上、役務費は、医療費通知等の

郵送料として３６万１千円を計上、委託料のうち独自健診業務に１１９万１千円を計上、

１９節、負担金、補助及び交付金にあります健康診査助成金につきましては、脳ドックに

対する助成金ですが２０人分の４０万円を計上しております。 

 保健事業総務費全体といたしましては、前年度比１９万１千円増の２８１万円の計上で

あります。 

 以上、平成３０年度訓子府町国民健康保険特別会計の予算について、提案理由の説明を

させていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上原豊茂君） 次に、議案第１３号 平成３０年度訓子府町後期高齢者医療特別

会計予算についての提案理由の説明を求めます。別冊予算書２４８ページです。 

 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（谷方幸子君） それでは、各会計予算書の２４８ページをお開き願いま

す。 

 議案第１３号 平成３０年度訓子府町後期高齢者医療特別会計予算につきまして、別冊

の予算案の説明資料も含めてご説明させていただきます。 
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 予算書に入ります前に、別冊の「各会計予算案の説明資料」の３ページをお開き願いま

す。 

 その中段に、後期高齢者医療会計の予算編成にあたっての基本的な考え方について記載

しております。 

 まず、歳入でありますが、後期高齢者医療制度においては、財政運営期間が２年間とさ

れており、保険料につきましては、平成３０年度が２年ごとの見直しの年となっておりま

すので、北海道後期高齢者医療広域連合から示された保険料を計上しております。 

 また、脳ドック助成に対する広域連合補助金や低所得者の保険料軽減分等の一般会計か

らの繰入金を計上しております。 

 歳出につきましては、所要の事務費のほか、後期高齢者医療広域連合への納付金を計上

しております。 

 この資料の３０ページから３２ページにわたり、後期高齢者医療特別会計の概要をそれ

ぞれ記載しておりますが、この資料の内容につきましては、説明を省略させていただきま

す。 

 それでは、予算書の２４８ページに戻りまして、内容を説明させていただきます。 

 議案第１３号 平成３０年度訓子府町後期高齢者医療特別会計予算の第１条で予算の総

額を歳入歳出それぞれ８，９９０万円と定めるものであります。 

 この予算は、前年度当初予算と比較して１，４１０万円、約１８．６％の増となってお

ります。 

 ２４９ページから２５２ページにつきましては、款項ごとにそれぞれ額を記載しており

ます。２５３ページから２５４ページには総括表を載せておりますので、ご覧をいただく

こととしまして、その内容につきましては、２５５ページ以降の事項別明細書によって、

その特徴的なものについて説明させていただきます。 

 はじめに、２５５ページの歳入から説明させていただきます。 

 まず、１款、１項の後期高齢者医療保険料でありますが、北海道後期高齢者医療広域連

合が定めた保険料額に基づき計上しており、保険料算定の基礎となる均等割額は４万９，

８０９円、所得割率は１０．５１％としており、保険料総額では、前年度比９９６万６千

円増の５，９５２万円を計上しております。 

 まず、１目の特別徴収保険料は、被保険者数を８２８人と見込み、保険料額３，６２７

万７千円を計上、２目の２５６ページ、１節、普通徴収保険料は、被保険者数を２４３人

と見込み、保険料額２，３１９万３千円を計上、２節の普通徴収保険料滞納繰越分は、前

年同額の５万円を計上しております。 

 次に、２款、１項、広域連合補助金、１目の長寿健康増進事業交付金につきましては、

被保険者の脳ドックの助成金として、その費用の全額が広域連合より交付されるもので、

１０名分を見込み３４万６千円を計上しております。 

 次に、３款、繰入金、１項、１目の保険基盤安定繰入金につきましては、低所得者の保

険料軽減分として道と町の負担分を合わせて、前年度比１８５万１千円増の２，３０１万

円を計上しております。 

 次に、２目の事務費繰入金につきましては、広域連合納付金分と所要事務経費分を合わ

せて、前年度比２０８万６千円増の６８８万４千円を計上しております。この増額の要因
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としましては、後ほど歳出でも説明いたしますが、１款、１項、１目、一般管理費におい

て、システム改修があることと後期高齢者医療広域連合で示す共通経費に係る繰入金が増

額になっていることによるものでございます。 

 次に、２５７ページの５款、諸収入、２項、１目の保険料還付金につきましては、納め

すぎた保険料が広域連合から還付されるもので、保険料還付金として前年度同額の１０万

円を計上しております。 

 次に、歳出について、説明させていただきます。２５９ページをお開きください。 

 まず、１款、総務費、１項、１目の一般管理費につきましては、右側の２６０ページに

なりますが、プリンタートナー等の消耗品費や、被保険者証の一斉更新による郵便料の通

信運搬費、それから「後期高齢者医療システム保守業務」と「保険料軽減特例見直しに伴

うシステム改修業務」など、一般事務に要する経費として前年度比７６万１千円増の２６

９万１千円を計上しております。 

 次に、２項、徴収費、１目の賦課徴収費につきましては、納入通知書等の印刷製本費や

保険料決定通知のための郵便料など１８万４千円を計上しております。 

 次に、２款、１項、１目の保健事業総務費につきましては、歳入でも説明いたしました

が、全額、広域連合からの交付金を受けて実施する被保険者の脳ドックの助成に係る費用

ですが、健康診査助成金として１０名分の３４万６千円を計上しております。 

 次に、２６１ページの３款、１項、１目の後期高齢者医療広域連合納付金につきまして

は、２６２ページの広域連合の共通経費の市町村負担分として、事務費納付金４０４万１

千円を計上。 

 また、収納した保険料分と低所得者の保険料軽減の保険基盤安定分を合わせて、保険料

等納付金として８，２５３万１千円を計上し、後期高齢者医療広域連合納付金の総額で前

年度比１，３１４万９千円増の８，６５７万２千円を計上しております。 

 次に、４款、諸支出金、１項、１目の保険料還付金につきましては、納めすぎた保険料

の還付金として、歳入同額の１０万円を計上しております。 

 以上、平成３０年度訓子府町後期高齢者医療特別会計の予算について、提案理由の説明

をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上原豊茂君） 次に、議案第１４号 平成３０年度訓子府町介護保険特別会計予

算についての提案理由の説明を求めます。別冊予算書２６３ページです。 

 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（谷方幸子君） それでは、各会計予算書の２６３ページをお開き願いま

す。 

 議案第１４号 平成３０年度訓子府町介護保険特別会計予算につきまして、別冊の予算

案の説明資料を含めてご説明申し上げます。 

 それでは、予算書に入ります前に、別冊の各会計予算案の説明資料、またこれも同じく

３ページをお開きください。 

 それでは、その下段になりますが、介護保険会計の予算編成にあたっての基本的な考え

方について記載しております。 

 まず、歳入でありますけれども、平成３０年度から平成３２年度までの第７期事業運営

期間に要する保険給付費を基礎として積算しました介護保険料をはじめ、国庫支出金、支
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払基金交付金、道支出金を計上したほか、介護認定等に係る所要額を含めた町負担分の一

般会計からの繰入金を計上しております。 

 また、歳出は、保険給付費、介護認定審査費、事業の運営経費等のほか、地域支援事業

費に介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援・任意事業分を計上しております。 

 資料の９ページをお開きいただきたいと思います。 

 こちら、基金の保有状況が記載されておりますが、９ページの下から２行目の一番右側

に記載してありますように、介護保険特別会計収支の不足分および介護保険料の抑制のた

めの取り崩しを行うことによりまして、平成３０年度末の介護給付費準備基金保有見込額

は１，８７４万３千円となる見込みであります。 

 また、同じ資料の３３ページから３８ページにわたりまして、介護保険特別会計の概要

をそれぞれ記載しておりますが、この資料の内容につきましては、説明を省略させていた

だきます。 

 それでは、予算書の２６３ページに戻りまして、内容をご説明申し上げます。 

 議案第１４号 平成３０年度訓子府町介護保険特別会計予算の第１条では、予算の総額

を歳入歳出それぞれ５億５，３００万円と定めるものであります。 

 この予算は、前年度当初と比較しまして１，３５０万円、約２．５％の増額計上となっ

ております。 

 第２条では、一時借入金の借入最高額を前年度同額の３千万円と定めるものであります。 

 第３条では、歳出の流用についての定めでありますが、保険給付費の各項の予算に過不

足が生じた場合に、同一款内で各項間の流用ができることを定めるものであります。 

 次に、２６４ページから２６７ページにつきましては、款項ごとにそれぞれの額を記載

しており、２６８ページから２６９ページには総括表を載せておりますので、ご覧をいた

だくこととしまして、２７０ページ以降の事項別明細書によって、その特徴的なものに限

って説明させていただきますので、あらかじめお許しをいただきたいと思います。 

 それでは、２７０ページの歳入から説明をさせていただきます。 

 まず、１款、保険料でありますが、第６期介護保険事業計画推計によりまして、平成３

０年度から３２年度までの基準保険料を暫定で月額４，９００円、年額で５８，８００円

として算定しております。 

 また保険料段階は、負担が過重にならないよう国の標準段階と同じく第１段階から第９

段階に細分化をしております。 

 １項、１目、第１号被保険者保険料、２７１ページの１節、特別徴収保険料につきまし

ては、被保険者総数を１，７８６人と見込み、保険料額を９，９７７万７千円、２節の普

通徴収保険料につきましては、被保険者総数を２１２人と見込み、保険料額を１，１５８

万３千円とし、介護保険料の総額を前年度比２，１９９万９千円増の１億１，１３６万１

千円と見込んでおります。 

 次の２款、国庫支出金、１項、１目、介護給付費負担金につきましては、現年度分とし

まして、保険給付費に対する国のそれぞれの負担割合を乗じた８，７３８万２千円を計上

しております。 

 ２項、国庫補助金、１目、調整交付金につきましては、財政力格差調整のための交付金

でありますが、現年度分としまして、過去の実績から保険給付費の７．０３％の３，５７
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１万３千円を計上しております。 

 ２７２ページの２目、地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合）交付金につきまし

ては、現年度分で介護予防・日常生活支援総合事業費に要する費用の２５％、４２９万６

千円を計上。 

 ３目の地域支援事業（包括的支援・任意）交付金につきましても、現年度分として包括

的支援事業・任意事業費に対し３８．５％の４８４万７千円を計上しております。 

 次に、３款、１項、支払基金交付金、１目、介護給付費交付金につきましては、現年度

分としまして、保険給付費の２７％、１億３，７１１万４千円を計上。 

 ２目の地域支援事業支援交付金 につきましては、現年度分として、介護予防・日常生活

支援総合事業に要する経費の２７％、４６４万円を計上しております。 

 次に、４款、道支出金、１項、１目、介護給付費負担金は、現年度分として、保険給付

費に対してそれぞれ道の負担割合を乗じた７，７６６万２千円を計上。 

 ２項、道補助金、１目、地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合）交付金につきま

しては、現年度分として、介護予防・日常生活支援総合事業費の１２．５％の２１４万８

千円、２目の地域支援事業（包括的支援・任意）交付金につきましては、現年度分として、

包括的支援事業・任意事業費の１９．２５％の２４２万３千円をそれぞれ計上しておりま

す。 

 次に、２７４ページの表の２段目になりますが、６款、繰入金、１項、１目、介護給付

費準備基金繰入金につきましては､介護保険特別会計の収支の不足分１１６万１千円を繰

り入れするものであります。 

 ２項、他会計繰入金、１目、一般会計繰入金、２７５ページの１節、介護給付費繰入金

につきましては、保険給付費の町負担分１２．５％の６，３４７万９千円を、２節の地域

支援事業（介護予防・日常生活支援総合）繰入金は、介護予防・日常生活支援総合事業分

の同じく１２．５％の２１４万９千円を、３節の地域支援事業（包括的支援・任意）繰入

金は包括的支援事業・任意事業費分の１９．２５％の２４２万４千円を、４節のその他一

般会計繰入金につきましては、特別会計を運営するための事務費等に要する経費として、

前年度比１２０万３千円減の１，５２７万６千円を、５節、低所得者保険料軽減繰入金に

つきましては、第１段階の基準額に対する負担割合を０．５から０．４５に軽減するため

に８９万４千円をそれぞれ町負担分として繰り入れするものであります。 

 また、２７６ページの最後には、分担金及び負担金を制度改正により廃止となる科目と

して記載しております。 

 次に、２７８ページの歳出について説明させていただきます。 

 １款、総務費、１項、１目、一般管理費でありますが、介護保険一般事務に要する経費

としまして、２７９ページの平成３０年度介護保険制度改正に伴います介護保険システム

改修経費の１７９万１千円を含め、前年度比１４６万円減の３２４万６千円を計上するも

のであります。 

 次に、２項、徴収費、１目、賦課徴収費につきましては、納付書や督促状の送付に使用

する窓開き封筒の印刷費や、郵便料を主として１８万４千円を計上しております。 

 次に、３項、１目の介護認定審査会費につきましては、北見市、置戸町と共同設置して

おります介護認定審査会経費として４３２万７千円を計上。 
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 また、２目の認定調査費では、介護認定調査に要する経費としまして２６９万６千円を

計上しております。 

 次に、２８０ページの２段目、４項、１目の趣旨普及費につきましては、介護保険制度

のＰＲを図るための経費としまして、第７期介護保険事業計画用の３年に１度のパンフレ

ット購入経費も含めまして、７５万２千円を計上しております。 

 その下の計画策定委員会経費につきましては、第７期介護保険事業計画が策定終了して

おりますので、予算の計上はしておりません。 

 次に、２款、保険給付費、１項、１目、居宅介護サービス給付費ですが、居宅要介護被

保険者の居宅サービスに係る給付で１億４６５万４千円を。 

 ３目、地域密着型介護サービス給付費は、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグルー

プホーム利用に対する給付に７，５６４万９千円を計上しております。 

 次に、２８２ページになりますが、５目、施設介護サービス給付費は､施設サービスに係

る給付としまして２億５，１４９万９千円を計上。 

 ７目では、居宅介護福祉用具購入費として１００万円を計上。 

 ８目では、居宅介護住宅改修費として２００万円を計上。 

 ９目、居宅介護サービス計画給付費として、前年度比２４４万２千円増の１，８１４万

１千円を計上しております。 

 ２項、介護予防サービス等諸費につきましては、要支援１、要支援２の被保険者に対す

る介護予防に要する経費を計上しております。 

 １目、介護予防サービス給付費は、居宅の要支援者に対する給付で、前年度比１４６万

１千円減の４４２万８千円を計上。 

 ５目、介護予防福祉用具購入費に５０万円を計上。 

 次に、６目、介護予防住宅改修費に１５０万円を計上。 

 ２８４ページの７目、介護予防サービス計画給付費につきましては、ケアプランの作成

給付でありますが、前年度比４８万９千円減の１４５万３千円を計上しております。 

 ３項、その他諸費、１目、審査支払手数料は、介護給付費の請求に係る審査支払にかか

る手数料として４０万円を計上しております。 

 ４項、高額介護サービス等費、１目、高額介護サービス費は、要介護被保険者の介護サ

ービス自己負担額が一定額を超えた場合に給付するものですが１,０９０万円を計上。 

 ２目、高額介護予防サービス費は、要支援者に対する高額給付費で１０万円を計上して

おります。 

 ５項、１目、高額医療合算介護サービス費は、要介護被保険者の介護保険と医療保険の

自己負担の合計額が年間で一定額を超えた場合に給付をするもので２５０万円を計上して

おります。 

 同じく、２目、高額医療合算介護予防サービス費につきましては、要支援者に対する給

付ですが１０万円を計上しております。 

 次に、２８６ページの６項、１目、特定入所者介護サービス費は、施設入所者への食費､

居住費の補足的給付として、前年度比３８万７千円増の３，２８９万８千円を計上。 

 ３目、特定入所者介護予防サービス費は、要支援者の短期入所サービス利用者に対する

食費、滞在費の補足的給付として１０万円を計上しております。 
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 次に、３款、地域支援事業費、１項、１目、介護予防・生活支援サービス事業費につき

ましては１，６７０万２千円を計上しています。 

 主な内容としましては、２８７ページの下の表になりますが、臨時介護支援専門員の賃

金１か月分１８万１千円を業務量の増加により３款、２項、１目から移行し、委託料のサ

ービス計画作成業務に１１９万１千円、運動指導等業務に１００万円、１９節、負担金、

補助及び交付金の介護予防・生活支援サービス事業費では、介護予防に係る訪問介護・通

所介護事業に１，４２６万９千円を計上しています。 

 ２目、一般介護予防事業費につきましては、住民が主体的に実施する活動の普及推進や

身近な地域での介護予防事業の実施を目的に４８万５千円を計上しております。 

 主な内容としましては、２８７ページ、一番下の行の委託料の老人クラブや自治会等で

の運動指導等業務に３４万３千円を計上しております。 

 次に、２８８ページの２項、包括的支援事業・任意事業費、１目、総合相談支援事業費

につきましては、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心

身の状況や、生活実態、必要な支援等を把握し、相談を受け、地域における適切な保健・

医療・福祉サービスなどにつながる支援を行うための経費として、前年度比２４７万５千

円減の８７８万２千円を計上しております。主な内容としましては、２８９ページの臨時

介護支援専門員に係る共済費３９万３千円、賃金２１７万７千円を。 

 また、一般会計繰出金に、地域包括支援センター職員の人件費分として６１５万９千円

を計上しています。 

 ３目、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費につきましては、主治医・ケアマネ

ージャー・地域の関係機関との連携を通じて、ケアマネジメントの後方支援を行うための

経費として、前年度比９万３千円減の３２万円を計上しておりますが、減額の要因としま

しては、地域包括支援センター職員の介護支援専門員の更新に係る旅費および会議等負担

金の減によりますが、新たに主任介護支援専門員の資格更新が必要になり、２８９ページ

の旅費１５万５千円と会議等負担金４万１千円を計上しています。 

 ４目、地域包括支援センター運営費につきましては、介護サービス事業者のネットワー

ク化など支援システムを構築する取り組みや地域包括支援センターの運営協議会に要する

経費として４８万２千円を計上しています。 

 次に、２９０ページの５目、生活支援体制整備事業費につきましては、生活支援・介護

予防サービスの体制整備に係る協議体や生活支援コーディネーターの経費で１２５万１千

円を計上しております。 

 主に、２９１ページの生活支援コーディネーター業務に係る委託料として１１１万５千

円を計上しています。 

 ６目、認知症総合支援事業費につきましては、認知症初期集中支援推進事業に係る経費

として、５６万１千円を計上しています。 

 主な内容としましては、２９１ページ中段の認知症初期集中支援チーム業務に北見赤十

字病院への委託料になりますが４９万７千円を計上しています。 

 次に、７目、在宅医療・介護連携推進事業費につきましては、新たな科目となります。

介護保険制度改正により平成３０年度から実施します「在宅医療と介護の連携」に要する

経費として１２万５千円を計上しています。 
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 その主な内容としましては、多職種による研修のための講師謝礼に１０万円を計上して

おります。 

 次に、８目、地域ケア会議推進事業費につきましても新たな科目で、介護保険制度改正

により、これまでも開催していた地域ケア会議が法定化されたため、その経費１万５千円

を計上しております。 

 ９目、任意事業費は、認知症高齢者等に対する成年後見制度利用に係る経費、また、家

族介護用品購入費に対する助成費用として、１０５万３千円を計上しております。 

 次に、２９２ページをお開きください。 

 ２９２ページの４款、基金積立金から、２９５ページの７款、予備費までは、前年同額

を計上しております。 

 以上、平成３０年度介護保険特別会計の予算について、提案理由の説明をさせていただ

きました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上原豊茂君） ここで午後３時１０分まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時００分 

再開 午後 ３時１０分 

 

○議長（上原豊茂君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 

 次に、議案第１５号 平成３０年度訓子府町下水道事業特別会計予算についての提案理

由の説明を求めます。別冊予算書２９７ページです。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（山本正徳君） 各会計予算書の２９７ページをお開き願います。 

 議案第１５号 平成３０年度訓子府町下水道事業特別会計予算につきまして、別冊の予

算案の説明資料を含めまして、ご説明申し上げます。 

 予算書に入ります前に、別冊の「各会計予算案の説明資料」の４ページをお開きいただ

きたいと思います。 

 これは、下水道会計の予算編成にあたっての基本的な考え方について記載しております。 

 まず、歳入でありますが、農業集落排水事業および個別排水処理施設整備事業に係る分

担金、使用料を計上。使用料は、本年度使用者の見込みも含め計上しております。繰入金

は、歳入歳出の差し引き不足額に係る一般会計から繰入金を計上しております。町債は、

農業集落排水施設計画策定業務、個別排水処理施設整備事業の実施に伴う過疎債、下水道

債を計上しております。 

 次に、歳出でありますが、農業集落排水事業については、農業集落排水施設計画策定業

務のほか、道道の改良工事に伴う下水道管移設工事および施設の維持管理経費を計上して

おります。個別排水処理施設整備事業については、合併浄化槽の設置に要する工事費およ

び施設の維持管理経費を計上しております。このほか、事務費、起債の元利償還金につい

て、それぞれ所要額を計上しております。 

 この資料の３９ページ、４０ページに「下水道事業特別会計の概要」を、４１ページに

は投資的事業の内訳を、４６ページには施設整備箇所図をそれぞれ記載しておりますが、

内容につきましては、説明を省略させていただきたいと思います。 
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 それでは、予算書２９７ページに戻りまして、予算の内容を説明申し上げます。 

 まず、第１条で、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億８，６００万円と定めるものであ

ります。 

 また、２項では、歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は２９８ページ

からあります「第 1 表 歳入歳出予算」によることを規定しておりますが、これについて

は後ほどご覧いただくことといたしまして、その内容につきましては、３０３ページ以降

の事項別明細書で説明させていただきます。 

 第２条では、地方債につきまして「第２表 地方債」によることを規定しておりますが、

その内容につきましては、後ほど説明させていただきます。 

 第３条の一時借入金につきましては、借り入れの最高額を１億円と定めるものでありま

す。 

 次に、３０２ページをお開き願います。 

 第２表の地方債でありますが、起債の限度額を農業集落排水施設整備事業で４９０万円、

個別排水処理施設整備事業で１，６３０万円、合わせて２，１２０万円といたしまして、

起債の方法は証書借入で、年利は５．０％以内、償還の方法は記載のとおり定めようとす

るものであります。 

 それでは、３０３ページからの事項別明細書の説明をいたしますが、歳入歳出とも特徴

的なものについて説明させていただきます。 

 ３０３ページと３０４ページにつきましては、歳入歳出の款別の予算額を掲載しており

ますので、これは後ほどご覧いただくことといたしまして、はじめに、３０５ページから

の歳入について説明させていただきます。 

 まず、第１款、1項、１目、農業集落排水事業分担金につきましては、平成３０年度新規

賦課分といたしまして５戸を予定し２５万円を計上しております。 

 ２目の個別排水処理施設整備事業分担金につきましては、１戸当りの分担金を５０万円

とし、５戸の新規整備を予定していることから、前年同額の２５０万円を計上しておりま

す。 

 次に、２款、１項、１目の農業集落排水施設使用料につきましては、前年使用料の実績

を勘案し、前年と比較し８１万３千円減の５，２０２万３千円を計上しております。 

 ２目の個別排水処理施設使用料につきましては、本年度の新規設置数などを見込みまし

て、前年と比較し１９万６千円増の１，５０４万５千円を計上しております。 

 次に、３款、1項、1目、国庫補助金につきましては、農山漁村地域整備交付金事業によ

り、農業集落排水施設計画策定業務の事業費９８０万円のうち補助率５０％の４９０万円

を計上しております。 

 次に３０７ページ、４款、1項、1目の一般会計繰入金につきましては、従来と同様、歳

出総額から分担金、使用料、補助金、町債等の自主財源と特定財源を差し引きまして、そ

の不足額を一般会計から繰り入れるものであり、前年と比較しまして４３６万１千円減の

８，９０５万４千円を計上しております。 

 ６款、３項、１目の雑入につきましては、補償工事の減少により、前年と比較いたしま

して３３２万２千円減の１００万１千円を計上しております。移設補償費につきましては、

道道北見置戸線交通安全工事（若富工区）に伴います支障物件移設補償費として１００万
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円を計上しております。 

 次に、７款、１項、１目の、農業集落排水事業債につきましては、農業集落排水施設計

画策定業務の補助残を下水道債と過疎債合わせまして４９０万円を計上しております。 

 次に、３０９ページ、７款、１項、２目の個別排水処理施設整備事業債につきましては、

工事費の増加により前年と比較し３００万円増の１，６３０万円の計上でありますが、新

設５基分の個別排水処理施設整備事業に伴います起債対象額の１００％充当を見込み、下

水道債と過疎債を合わせた額を計上しております。 

 次に、３１１ページからの歳出について説明をさせていただきますが、歳入と同じく各

科目の説明欄を見ていただきたいと思います。 

 １款、1項、１目、一般管理費につきましては、前年と比較し２３万６千円増の２９８万

８千円を計上しております。 

 １節の報酬は、上下水道事業経営審議会委員に対する報酬を年２回の開催分として３万

６千円を計上。 

 ９節の旅費は、全道の担当者会議が道央地区での開催により前年と比較しまして１万６

千円増の１３万７千円を計上。 

 １１節の需用費から１９節の負担金、補助交付金までは、前年同額の計上となっており

ます。 

 ２７節の公課費は、消費税の納付金で、平成２９年度の決算状況から前年と比較しまし

て２２万２千円増の１１６万３千円を計上しております。 

 ２８節の繰出金は、水道事業会計への繰出金でありまして、下水道使用料の賦課徴収事

務の委託費といたしまして、前年と比較し検針件数の減によりまして、２千円減の１６２

万９千円を計上しております。 

 次の２項、１目、農業集落排水管理費につきましては、前年と比較し２４６万８千円増

の５，８０１万５千円を計上しておりますが、１１節の需用費から１４節の使用料及び賃

借料までは、訓子府処理施設、末広処理施設、日出処理施設の管理経費を計上しておりま

す。 

 １１節の需用費では、２４２万８千円増の１，９９５万５千円を計上しており、その内

訳は消耗品費で、各施設の消火器更新により前年と比較し１４万２千円増の２２万３千円

の計上、修繕料は施設の機器修繕に前年同額の５５０万円を計上、光熱水費は前年の実績

を踏まえ１，４１９万６千円を計上しております。 

 １２節、役務費では、通信運搬費、手数料、保険料を合わせまして、前年と比較し６万

７千円減の３４９万８千円を計上。 

 １３節、委託料では、処理施設維持管理、消防設備保守点検、電気保安管理の各業務費

合せまして前年同額の３，１３５万６千円を計上しております。 

 １４節、使用料及び賃借料は、テレビ受信料、施設補修の重機や汚泥等の運搬車両の借

上料として、前年と比較し４千円増の１８７万２千円を計上しております。 

 １５節、工事請負費の１００万円につきましては、住宅等新築に伴う公共桝新設工事と

て２か所分を計上しております。 

 １６節、原材料は、管路維持管理用原材料として３１万３千円を計上しております。 

 次に、３１３ページ、２目の個別排水管理費につきましては、前年と比較して３１万円
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増の１，７４７万４千円を計上しております。 

 １１節、需用費は、合併浄化槽消耗品および付帯設備部品の交換や放水路等の修繕費用

として前年と比較して３万３千円減の４７万円を計上しております。 

 １２節、役務費は、合併浄化槽の法定検査手数料として、検査基数の増加よりまして、

前年と比較し１万８千円増の１９０万６千円を計上。 

 １３節、委託料は、浄化槽保守点検業務で、浄化槽点検基数の増加に伴いまして前年と

比較しまして２８万８千円増の１，４２５万９千円を計上しております。 

 １６節、原材料は、浄化槽維持用原材料として８３万８千円を計上しております。 

 次に、２款、１項、下水道事業費、１目の農業集落排水事業費につきましては、前年と

比較し２７８万４千円減の１，２８０万円を計上しております。 

 １３節、委託料では、農業集落排水処理施設の今後の機器更新等のため、国庫補助事業

の事業採択申請に必要な計画策定のため、農業集落排水施設計画策定業務費として９８０

万円を計上しております。この業務費は、収入でも説明いたしましたが５０％が国からの

補助となります。 

 １５節、工事請負費では、道道北見置戸線交通安全工事（若富工区）におきまして、支

障となる下水道管等の移設工事費といたしまして３００万円を計上しております。 

 ２目の個別排水処理施設整備事業費につきましては、前年と比較し１６６万５千円増の

２，０６６万６千円を計上しております。 

 １１節、需用費は、消耗品、公用車の維持管理費用といたしまして、前年と比較し７千

円増の１４万８千円を計上。 

 １２節、役務費は、車検整備手数料、自動車損害保険料、合わせまして５万９千円を計

上しております。 

 １３節、委託料は、浄化槽新設５基分の実施測量設計業務として１１８万８千円を計上

しておりますが、人件費、資材等の上昇によりまして、前年と比較し１８万８千円ほど増

額計上しております。 

 １５節、工事請負費につきましても、本年度５基の設置工事分といたしまして１，９２

６万２千円を計上。委託料と同様、人件費、資材等の上昇により前年と比較し１４６万９

千円増額計上をしております。 

 次に、３１５ページ、３款、1項、公債費、1目の元金につきましては、下水道事業を開

始した昭和６３年度から平成２９年度までの借入残額５億６，４２９万９千円に対します

長期債償還元金といたしまして、前年と比較し９５万３千円減の６，３２０万６千円を計

上しております。 

 ２目の利子につきましては、長期債償還利子として前年と比較し１４４万２千円減の１，

０５２万７千円を計上しております。 

 また、一時借入金利子は借入限度額を１億円、借入利率を１．５％、借入期間を３０日

間として、それに伴います利子１２万４千円を計上しております。 

 次に、３１７ページにつきましては、地方債の調書でありまして、平成３０年度末にお

ける元金残高は、表の右下に記載のとおり５億２，２２９万３千円となる見込みでありま

す。 

 次の３１８ページは、特別職の経営審議会委員の給与費明細書を一般会計に準じて作成
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しておりますので後ほどご覧をいただきたいと存じます。 

 以上、平成３０年度訓子府町下水道事業特別会計の予算について、その提案理由の説明

をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上原豊茂君） 次に、議案第１６号 平成３０年度訓子府町水道事業会計予算に

ついての提案理由の説明を求めます。別冊予算書３１９ページです。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（山本正徳君） それでは、各会計予算書３１９ページをお開きください。 

 議案第１６号 平成３０年度訓子府町水道事業会計予算につきまして、提案理由の説明

をさせていただきます。 

 予算書に入ります前に、別冊の「各会計予算案の説明資料」、４２ページをお開き願いま

す。これは水道事業会計の投資的事業についての概要を記載しております。 

 また、４７ページと４８ページには、その整備箇所について図示しておりますが、後ほ

どご覧いただくことといたしまして、この資料の内容につきましては、説明を省略させて

いただきたいと思います。 

 それでは、予算書の３１９ページに戻りまして、内容を説明させていただきます。 

 第１条で、平成３０年度訓子府町水道事業会計の予算は、次に定めるものといたしまし

て、第２条で、業務の予定量を定めておりますが、給水件数につきましては、前年の最大

件数２，０８８件に新年度分を見込みまして２，１０５件といたしまして、年間の総給水

量は６３万㎥、１日平均給水量は１，７２６㎥としております。 

 主要な建設改良事業につきましては、道道北見置戸線支障物件移設事業で、総事業費８

４５万円、南７線道路改良支障物件移設事業、総事業費３，０７０万円、老朽管更新事業、

総事業費６，０９０万円の予算の計上であります。 

 次に、第３条では、収益的収入及び支出の予定額を定めるもので、収入につきましては、

第１款、水道事業収益で、第１項の営業収益、第２項の営業外収益を合わせまして１億６，

６６３万７千円の計上です。 

 支出につきましては、第１款、水道事業費で、第１項、営業費用、第２項、営業外費用、

第３項、予備費を合わせまして１億３，７６１万５千円の計上であります。 

 次に、第４条では、資本的収入及び支出の予定額を定めるもので、まず収入であります

が、第１款、資本的収入で第 1項、企業債から第４項、出資金までを合わせまして１億１，

３７９万８千円を計上しております。 

 支出につきましては、第１款、資本的支出で、第１項、建設改良費、第２項、企業債償

還金を合わせまして１億４，４３３万６千円の計上であります。 

 収入額が支出額に対して不足する額３，０５３万８千円は、過年度分損益勘定留保資金

で補填
ほ て ん

するものでございます。 

 なお、第３条の収益的収支および第４条の資本的収支の計上内容につきましては、後ほ

ど３２３ページ以降の実施計画説明書で説明をさせていただきます。 

 次に、３２０ページ、第５条の企業債につきましては、表に記載のとおり、各事業ごと

の起債の限度額合計を７，１００万円といたしまして、証書借入で年利５％以内、償還方

法は記載のとおり定めようとするものでございます。 

 第６条の一時借入金の限度額につきましては、１億円と定めるもので、前年同額の計上
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であります。 

 第７条につきましては、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、

職員給与費２，７９２万円と定めるものでございます。 

 次の第８条につきましては、一般会計などから、この会計に補助を受ける金額を２，０

４７万１千円と定めるものでございます。 

 第９条のたな卸資産につきましては、メーター器等の購入限度額を３３５万１千円と定

めるものであります。 

 次に、３２１ページと３２２ページにつきましては、収益的収支と資本的収支の款項別

の予算額を掲載しておりますので、後ほどご覧をいただくことといたしまして、それでは、

３２３ページ以降の、平成３０年度 訓子府町水道事業会計予算実施計画説明書について

説明をさせていただきますが、これは一般会計の事項別明細書にあたるものでございます。 

 まず、収益的収入及び支出の収益的収入でありますが、１款、水道事業収益につきまし

ては、１項の営業収益と２項の営業外収益を合わせまして、前年と比較し２１７万９千円

減の総額１億６，６６３万７千円の計上となります。 

 １項、営業収益では、前年と比較しまして、１２６万３千円減の１億５，０４６万４千

円の計上でありまして、その内訳につきましては、１目、給水収益の水道料金では、過去

３年間の使用水量を勘案した結果、前年と比較しまして２２６万１千円減の１億４，７５

１万５千円を計上しております。 

 ２目、その他営業収益は、前年と比較し９９万８千円増の２９４万９千円の計上で、手

数料については、前年同額の２２万円、負担金につきましては、消防施設等修繕負担金で、

老朽消火栓の１基更新によりまして１００万円増の１１０万円、下水道会計負担金で検針

件数の減などにより２千円減の１６２万９千円を計上しております。 

 次に、２項、営業外収益は、前年と比較しまして９１万６千円減の１，６１７万３千円

を計上し、その内訳といたしまして、１目の受取利息につきましては、定期預金と普通預

金の預金利息で７万円を計上しております。 

 ２目の他会計補助金３９４万３千円の計上につきましては、一般会計からの過去に行い

ました事業の起債償還利息に対する補助金３８２万３千円と繰り出し基準に基づきます職

員の児童手当負担金分１２万円を計上しております。 

 ３目の長期前受金戻入は、前年と比較し２６万１千円減の１，２１５万７千円を計上し

ておりますが、この科目は平成２６年度より新設されたもので、補助金、補償金、負担金、

受贈財産をもって取得、または改良した償却資産の補助金等をその償却資産の減価償却に

合わせて収益化するものでございます。 

 内訳は、補助金として他会計補助金、国庫補助金、道補助金合せまして８８０万２千円、

工事負担金として５万９千円、受贈財産評価額として３２９万６千円になります。 

 次に、３２４ページの収益的支出でありますが、１款の水道事業費につきましては、１

項の営業費用と２項の営業外費用、３項の予備費を合わせまして、前年と比較し１，９６

９万９千円減の総額１億３，７６１万５千円の計上であります。 

 １項の営業費用では、前年と比較し１，６５８万８千円減の１億２，６２４万７千円の

計上であり、その内訳につきましては、１目の原水及び浄水費では、前年と比較し２３９

万２千円減の１，８４３万２千円の計上であります。賃金から光熱水費までは、通常の維
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持管理経費を計上しており、委託料では、通常維持管理分として前年同額の１２７万１千

円を計上しております。 

 手数料では、水質検査手数料の入札結果による単価見直しにより前年と比較しまして３

３万７千円減の２７０万８千円を計上しております。 

 修繕費では、昨年実施できませんでした大谷浄水場の法面
のりめん

崩壊復旧修繕１３５万５千円

を計上し、機械施設等修繕を合わせまして、前年と比較しまして２０５万６千円減の３３

５万５千円を計上しております。 

 動力費は、各施設の機器運転のための動力電気料でありまして、前年の電気料実績に基

づき、前年と比較し３万円の減の６４９万６千円を計上しております。 

 薬品費につきましては、毎日検査用の試薬単価の上昇によりまして、３万２千円増の１

００万２千円を計上しております。 

 材料費では、開盛水源新設井戸侵入防止対策資材購入分を追加いたしまして、前年と比

較し６万２千円増の５６万２千円を計上しております。 

 負担金の鹿ノ子ダム維持管理負担金につきましては、鹿ノ子ダムの維持管理費減少に伴

いまして、前年より７万６千円減の１１１万７千円を計上しております。 

 次の、２目、配水及び給水費につきましては、前年と比較し２１万２千円減の１，８４

７万１千円の計上でありますが、賃金から委託料までは通常の維持管理費を計上していま

す。 

 賃借料では、大谷浄水場、常盤配水池の管理道路および民有地内支障弁類の用地借上料

として２４万円、それと重機借上料６８万３千円を計上しております。 

 修繕費では、検満メーター設備整備費で検満メーターの取り替え個数の減少によりまし

て、前年と比較しまして、８８万３千円減の２６０万２千円を計上。 

 施設機械等修繕では、通常の機械等修繕といたしまして３００万円と緑丘配水池と送水

ポンプ場の無停電装置バッテリー交換に１５万２千円、高園配水池の非常用発電機バッテ

リー交換に６７万３千円、合わせまして３８２万５千円を計上しております。 

 消防施設等修繕は、老朽消火栓１基更新のため、前年と比較しまして１００万円増の１

１０万円の計上でございます。 

 動力費では、各施設の機器運転のための動力電気料といたしまして、前年の電気料の実

績に基づき、前年と比較し１３万２千円増の４０４万９千円を計上しております。 

 材料費では、前年と比較しまして１１９万５千円減の４６１万１千円の計上ですが、減

額の主な要因といたしましては、検満メーター分の購入数量が減ったことによるものでご

ざいます。 

 次に、３２５ページ、３目、総係費につきましては、前年と比較し１，０６９万円減の

５，２０６万３千円の計上でありますが、報酬では、上下水道事業経営審議会を年２回開

催分として３万６千円を計上。 

 給料１，４３６万４千円、手当６４８万円、法定福利費４７８万９千円につきましては、

昨年の人事異動後の職員４名分を計上しており、前年と比較しまして４８９万３千円減少

しております。 

 賞与引当金繰入額２２５万１千円は、平成２６年度に新設された科目であり、平成３１

年６月に支給される賞与および法定福利費の内、平成３０年１２月から平成３１年３月分
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までに該当する金額を賞与引当金に振替いたしまして、平成３１年６月の賞与支払時に取

り崩して使用するものでございます。 

 旅費につきましては、前年と比較し２万６千円減の１０万８千円の計上となります。 

 備消品費では、昨年購入しました公用車の夏タイヤ分と事務消耗品の減少により前年と

比較し１９万５千円減の１４万５千円を計上。 

 燃料費では、車両燃料の使用量の実績減により、前年と比較しまして１万４千円減の１

４万１千円を計上。 

 印刷製本費では、納付書、検針票、一般帳票の印刷費で、納付書の印刷単価の値上がり

等もありまして、４千円増の５１万５千円を計上しております。 

 通信運搬費では、各施設等の電話やテレメーターの専用回線使用の電話料が２１４万７

千円、郵便料が２２万１千円で、昨年の実績に基づきまして、前年と比較し７千円増の２

３６万８千円を計上しております。 

 委託料では、新たにその他業務委託で、経営戦略計画と新水道ビジョン策定に向けた資

産台帳整備のために、固定資産台帳整備業務委託といたしまして、８３２万７千円を計上

しておりますが、昨年実施いたしました水道事業変更認可業務委託が終了いたしましたの

で、通常の管理等の業務委託と合わせまして、総額で前年と比較しまして４９５万５千円

減の１，９６４万２千円を計上しております。 

 手数料では、水道料金の口座振替手数料等、合わせまして前年と比較し９千円減の６０

万１千円を計上。 

 修繕費は、公用車の修繕費用でありまして、本年度は車検整備がないため一般修繕のみ

となり、前年と比較し７万９千円減の３２万４千円を計上。 

 負担金では、日本水道協会の負担金と無線電波利用負担金を合わせまして、前年同額の

９万１千円を計上しております。 

 保険料では、火災保険料と車両保険料合わせまして１９万６千円を計上しておりますが、

公用車の車検整備が今年度はないため、自賠責保険料分の２万８千円が減額となっており

ます。 

 貸倒引当金繰入額２千円は、平成２６年度に新設された科目でありまして、債権の回収

不能が発生することを想定し、引当金に繰り入れるために計上するものでございます。 

 次に、３２６ページ、４目の減価償却費でありますが、説明欄の建物から鹿ノ子ダム使

用権までの総額３，６９４万９千円が本年度の償却分であります。また、５目の資産減耗

費につきましても、除却対象分の構築物、機械および装置、メーター器・メーターボック

ス等の工具器具および備品の総額３２万２千円の計上でありますが、いずれも現金支出の

伴わない企業会計特有の予算計上であります。 

 次に、２項、営業外費用では、前年と比較しまして３１１万１千円減の１，１０６万８

千円の計上であり、その内訳につきましては、１目の支払利息では、企業債利息は前年と

比較し７７万３千円減の１，０５６万７千円を計上、一時借入金利息は借入限度額を１億

円、利率を１．５％、借入期間４５日間と定めまして、それに伴います利息１８万５千円

を計上しております。 

 ２目の消費税及び地方消費税は、本年度は工事費等の増加により課税支出分消費税が多

い見込みのとなるため、前年と比較し２３３万８千円減の１１万６千円の計上であります。 
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 次に、３２７ページの資本的収入及び支出の資本的収入でありますが、１款、資本的収

入につきましては、前年と比較し３，３６５万７千円増の総額１億１，３７９万８千円の

計上であります。 

 １項、１目の建設改良費等に充てるための企業債７，１００万円につきましては、説明

欄に記載のとおり平成３０年度実施予定の各事業の起債借入額を計上しており、３２０ペ

ージ、第５条の起債限度額と同額となっております。 

 ２項、１目の他会計補助金１，６５２万８千円につきましては、過去に実施しました事

業の起債償還元金に対する一般会計からの補助金を計上しております。 

 ３項、１目、補償金につきましては、前年と比較し３２４万６千円減の１５４万５千円

の計上であり、南７線道路改良支障物件移設事業で７０万円、道道北見置戸線支障物件移

設事業で８４万５千円の計上でございます。 

 ４項、１目、出資金につきましては、前年と比較し９６４万８千円増の２，４７２万５

千円の計上であり、平成３０年度実施の事業に対して、地方公営企業の繰り出し基準によ

る水道管の耐震化事業に対して一般会計からの出資金として受けるものであります。各事

業に対する出資金については、説明欄に記載のとおりでございます。 

 次に、３２８ページ、資本的支出の１款、資本的支出につきましては、前年と比較しま

して３，５７７万９千円増の総額１億４，４３３万６千円の計上であります。 

 １項、１目の施設改良費につきましては、前年と比較し３，４９５万円増の１億５万円

の計上であります。 

 若富工区配水管移設工事では、道道北見置戸線の工事による配水管１３０ｍの移設に８

４５万円。 

 南７線支障物件移設工事では、柏丘の道営の農道整備事業に伴います配水管１，１２０

ｍの移設に３，０７０万円。 

 北１条線老朽管更新工事では、老朽管５００ｍの更新に３，３００万円。 

 西１６号線老朽管更新工事では、日出西１６号線の老朽管４４０ｍの更新に６９０万円。 

 南１０線老朽管更新工事では、高園南１０線の老朽管５６０ｍの更新に２，１００万円

の計上であります。 

 ２目の固定資産購入費につきましては、量水器設備費といたしまして、新設のメーター

器２４台の購入代金４４万９千円を計上しております。 

 次の２項、１目、企業債償還金につきましては、企業債の元金償還に前年と比較しまし

て９６万３千円増の４，３８３万７千円を計上しております。 

 次に、３２９ページの平成３０年度訓子府町水道事業会計予定キャッシュフロー計算書

につきましては、活動ごとの一会計期間の現金の流れを見るための報告書でありまして、

表中のⅠからⅢまでは、活動ごとの現金の流れを示し、Ⅳの資金増加額２，４０６万８千

円は、平成３０年度中を通じた現金の流れで、最終的に資金増加額として残る予定の金額

でございます。 

 Ⅴの資金期首残高４億４，３０３万４千円は、平成２９年度末の資金残高予定額であり

まして、Ⅵの資金期末残高４億６，７１０万２千円は、資金増加額と期首残高の合計額で、

平成３０年度末の資金の予定残高となります。 

 ３３０ページと３３１ページの給与費明細書につきましては、一般会計に準じて作成し
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ておりますので、後ほどご覧いただくことといたしまして、説明は省略させていただきま

す。 

 次に３３２ページから３３７ページは、平成３０年度予定貸借対照表および平成２９年

度予定貸借対照表を掲載しております。この表につきましては、予算の計上や執行に直接

関係いたしませんので、説明は省略させていただきます。 

 なお、３３４ページ、この中段から、担保提供資産に関する事項、固定資産減価償却の

方法、引当金の計上方法、企業債償還に係る他会計の負担、消費税等の会計処理に関し記

載しておりますが、後ほどご覧いただくことといたしまして、説明は省略させていただき

ます。 

 また、３３８ページにつきましては、平成２９年度末時点におけます収益的収支の決算

見込みから税抜きをした予定損益計算書であります。後ほどご覧いただくことといたしま

して、これも説明を省略させていただきます。 

 以上、平成３０年度訓子府町水道事業会計の予算について、その提案理由の説明をさせ

ていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上原豊茂君） 以上をもって、議案第１９号、議案第２１号および議案第１１号

から議案第１６号までの各案に対する提案理由の説明が終了いたしました。 

 

    ◎会議時間延長の議決 

 お諮りいたします。 

 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議時間をあらかじめ延長いたします。 

 ここで午後４時５分まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時５８分 

再開 午後 ４時 ５分 

 

○議長（上原豊茂君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 

 

    ◎議案第１７号、議案第１８号、議案第２０号、議案第２２号、議案第２３号 

○議長（上原豊茂君） 次に、日程第２１、議案第１７号、日程第２２、議案第１８号、

日程第２３、議案第２０号、日程第２４、議案第２２号、日程第２５、議案第２３号を議

題といたします。 

 各案に対する提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 まず、議案第１７号 町職員定数条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由

の説明を求めます。議案書７３ページです。 

 総務課長。 

○総務課長（森谷清和君） 議案書の７３ページをご覧ください。 
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 議案第１７号 町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について。 

 町職員定数条例（昭和３３年条例第７号）の一部を改正する条例を次のように制定しよ

うとするものでございます。 

 今回の改正は、下の説明にありますように、職員定数の総数の範囲内で、各機関の数を

増減できるようにするため改正しようとするものでございます。 

 記以下に改正文が載っておりますが、７４ページの新旧対照表により説明いたします。 

 表の右側に現行、左側に改正案を載せてあります。また、表の下に第１条に定めている

各機関の定数を載せておりますので参考までにご覧ください。この各機関の定数の総数は

１２１名となります。 

 それでは、新旧対照表をご覧いただきたいと思いますが、改正内容は「定数に対する特

例」を規定している第３条第１項の改正であります。 

 現行では、第１条第２号、町議会から、第４号、農業委員会までの機関の職員を、第１

号、町長の補助職員の定数８２人を超えて町長の補助機関たる職員に併せて任用すること

ができる旨規定しております。 

 改正案では、町長は、特に必要があると認めた時は、当該任命権者と協議し、第１号、

町長の補助職員から第５号、企業職員までの定数の総数１２１名の範囲内において、当該

各号、つまり各機関の定数を相互に増減することができるよう改正するものでございます。 

 今回の改正は、能率的な行政の確保を図るため、人事規律の保持を基本としながら、行

政需要が多様化する中で、事務量の増加および事務配分の変更などに対応できる執行体制

の確立に資するものでございます。 

 ７３ページの本文に戻っていただき、附則にありますように、この条例の施行期日は、

本年４月１日からとさせていただきます。 

 以上、議案第１７号 町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由

の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（上原豊茂君） 次に、議案第１８号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例の制定についての提案理由の説明を求めます。議案書７５ページです。 

 総務課長。 

○総務課長（森谷清和君） 議案書の７５ページをご覧ください。 

 議案第１８号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

 職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第６号）の一部を改正する条例を次のよ

うに制定しようとするものでございます。 

 下の説明にありますように、人事院規則の改正に伴い、これに準じて、所要の改正をし

ようとするものでございます。 

 改正文につきましては７６ページに、また新旧対照表は７７ページから８０ページに載

せてありますが、８１ページに「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

概要」として改正内容を整理させていただいておりますので、これにより説明いたします。 

 今回の改正は、大きく二つありまして、まず一つ目です。 

 地方公務員の育児休業等に関する法律では、育児休業の承認、育児休業の期間の延長請

求、育児短時間勤務の承認については、条例で定める特別の事情がある場合を除き、一回
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に限られておりますが、この条例で定める特別の事情に１項目追加するものでございます。 

 追加するのは、保育所、認定こども園、家庭的保育事業等において保育の利用を希望し、

申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合でございます。表で言いますと項

目の１から３までの改正となります。 

 二つ目は、今回の改正に合わせて、条文規定方法の整理と条文表記の整理であります。 

 項目４にありますように、育児短時間勤務の形態を規定する第１１条の規定方法の整理

と勤務時間数の算定方法見直しによる改正。この勤務時間数の算定に関しては、現行規定

では、週の勤務時間数を４０時間として算定しておりましたが、実際の勤務時間数３８時

間４５分を基に算定することに改めるものでございます。 

 それから、項目５にありますように、条例番号、法令番号が抜けていた箇所がありまし

たので追記、条例名の表記で略称とすべきところ正式名を用いていたため改めるといった

条文整理を行うものでございます。 

 ７６ページの改正文に戻っていただきたいと思います。 

 一番下に附則がございますが、この条例は、本年４月１日から施行することとしており

ます。 

 以上、議案第１８号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、提案理由の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定いただきますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（上原豊茂君） 次に、議案第２０号 訓子府町後期高齢者医療に関する条例の一

部を改正する条例の制定についての提案理由の説明を求めます。議案書８４ページです。 

 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（谷方幸子君） 議案書の８４ページをお開き願います。 

 議案第２０号 訓子府町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、提案理由の説明をさせていただきます。 

 訓子府町後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第１号）の一部を改正する条例

を次のように制定しようとするものであります。 

 このページの一番下の説明欄にありますように、高齢者の医療の確保に関する法律の一

部改正に伴い、本町の国民健康保険被保険者の後期高齢者医療制度への加入について、所

要の改正をしようとするものであります。 

 今回の改正につきましては、平成３０年４月１日より、持続可能な医療保険制度を構築

するための国民健康保険法の一部を改正する法律が施行され、高齢者の医療の確保に関す

る法律、第５５条の２の規定が新設されることになりました。 

 これまで、全ての後期高齢者医療該当者は、住所地の広域連合の被保険者となっていま

したが、法改正により、国民健康保険の住所地特例を受けていた被保険者は、医療保険制

度の財政基盤の安定化のため、加入していた国民健康保険の所在地の後期高齢者医療広域

連合の被保険者となることとされたことから改正するものです。 

 それでは、記以下について説明させていただきます。 

 訓子府町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。 

 訓子府町後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第１号）の一部を次のように改

正する。 
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 ここで、８５ページをご覧いただきたいと思います。新旧対照表を載せてございますの

で、これにより説明させていただきます。 

表の右側が現行、左側が改正案となっておりまして、改正部分に下線を引いてございます。 

 先ほど申し上げました住所地特例というのは、施設のある市町村に負担が多くかかるこ

とを防ぐことにより、医療保険制度の財政基盤の安定化を図るため、北海道後期高齢者医

療広域連合の被保険者が、北海道外の介護施設等に入所される場合などに、適用となって

おりましたが、高齢者の医療の確保に関する法律の改正によりまして、国民健康保険で既

に住所地特例の被保険者である者が後期高齢者医療に移行する場合には、国民健康保険で

加入していた所在地の後期高齢者医療広域連合に適用を引き継ぎ、保険料を徴収すべき被

保険者となるという改正になります。 

 これにより、住所地特例の適用が拡大されることにはなりますが、広域連合は北海道全

体で一つですので、本町においては、道外に転出される、道外への施設に入所される方と

いうのは、少ないかと思いますので、今後も該当となる方は少ないと見込んでおります。 

 ８４ページにお戻りください。 

 次に、附則の説明をさせていただきます。 

 施行期日について規定しておりますが、平成３０年４月１日から施行するものでありま

す。 

 以上、議案第２０号 訓子府町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、提案理由の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（上原豊茂君） 次に、議案第２２号 訓子府町指定居宅介護支援等に関する基準

を定める条例の制定についての提案理由の説明を求めます。議案書９０ページです。 

 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（谷方幸子君） 議案書の９０ページをお開き願います。 

 議案第２２号 訓子府町指定居宅介護支援等に関する基準を定める条例の制定について、

提案理由の説明をさせていただきます。 

 訓子府町指定居宅介護支援等に関する基準を定める条例を次のように制定しようとする

ものであります。 

 このページの一番下の説明欄にありますように、介護保険法の一部改正に伴い、平成３

０年度より指定権限が都道府県から市町村に移譲されることから、指定居宅介護支援等に

関する基準を定めるものであります。 

 平成２７年の介護保険法の改正において、保険者機能の強化という観点から、居宅介護

支援事業者の指定権限が北海道から移譲されるもので、指定居宅介護支援等事業の人員や

運営基準等について、市町村が地域の実情に応じて、条例で定めることとされました。 

 基本的に該当する全ての基準について、省令の規定に従うものとし、条例の中で引用規

定を用いることとしております。 

 この条例で規定される内容につきましては、現行の省令で規定されている「人員に関す

る基準」「運営に関する基準」「基準該当居宅介護支援に関する基準」となりますが、今回

提案の条例により、全てを引用するものとなります。 

 また、条例の中に、本町が独自に盛り込む基準といたしましては、厚生労働省令の規定
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の中で「文書の保存期間」について、全て「２年間」となっておりますが、そのうち介護

報酬の請求に関する文書については、地方自治法による返還請求権の期間に合わせて「５

年間」として、読み替え規定を設けることとしております。 

 この改正に該当する事業所は、本町にある居宅介護支援事業所の社会福祉協議会のみに

なります。 

 記以下に条例全文を記載しておりますので、ご説明いたします。 

 条例の名称は、訓子府町指定居宅介護支援等に関する基準を定める条例であります。 

 第１条は、条例の趣旨を規定しておりまして、介護保険法の規定により、指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基準等について、必要な事項を定めることとしてお

ります。 

 第２条は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準についての規定ですが、平

成１１年厚生労働省令第３８号、指定居宅介護支援等基準に定める基準をもって、その基

準とすると定めるものであり、条例の中で省令を引用することとしております。 

 第３条は、先ほどご説明しましたとおり、文書の保存年数について、本町独自の規定に

よる読替規定となります。 

 第４条は、事業者の指定に関する基準についての規定でありますが、指定居宅介護支援

事業者の指定においては、法人である者と定めるものであります。 

 最後に、附則であります。 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行するものであります。 

 以上、訓子府町指定居宅介護支援等に関する基準を定める条例の制定について、その提

案理由の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（上原豊茂君） 次に、議案第２３号 訓子府町中小企業・小規模企業振興条例の

制定についての提案理由の説明を求めます。議案書９１ページです。 

 農林商工課長。 

○農林商工課長（遠藤琢磨君） 議案第２３号 訓子府町中小企業・小規模企業振興条例

の制定について、その提案理由を説明させていただきます。 

 訓子府町中小企業・小規模企業振興条例の制定について。 

 訓子府町中小企業・小規模企業振興条例を次のように制定しようとするものでございま

す。９２ページ以降に条例分を掲載しておりますので、そちらをご覧いただきたいと思い

ます。 

 今回の条例制定につきましては、国が平成２６年６月２７日に公布いたしました小規模

企業振興基本法で、地方公共団体においても、小規模企業振興に関する施策を策定、実施

する責務が明記されたことを受け、訓子府町内にあります中小企業・小規模企業の成長発

展、持続的発展が図られることを基本理念とし、地域経済の活性化および町民生活の向上

を目的とした振興対策を推進するため制定するものでございます。 

 まず、第１条では、条例制定の目的としまして、中小企業・小規模企業の振興に関し基

本理念及びその他基本となる事項を定め、振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

中小企業・小規模企業の持続的発展と地域経済の活性化、町民生活の向上に寄与すること

を規定しております。 
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 第２条では、この条例で掲げる用語の定義を規定してございます 

 第３条では、条例の基本理念として、中小企業・小規模企業が地域経済を支える重要な

役割を果たしているとの認識のもと、自らの自主的な努力を尊重し、関係機関と連携を図

り、成長発展、持続的発展が図られることを基本とする旨を規定しております。 

 第４条では、町の責務に関し基本理念に基づき、中小企業・小規模企業振興に関する施

策を策定、実施することとしております。 

 第５条、第１項では、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を定めるこ

とを、第２項では、計画策定に企業者及び商工会の意見を反映させること、第３項では、

基本計画に掲げる事項を、第４項では、基本計画の見直し、検討を５年ごとに行い、必要

があれば計画を変更する旨を規定しております。 

 第６条では、基本理念に基づいて町が行う基本的施策として、次の七つの事項を規定し

ております。 

 第１号、経営基盤の強化、事業展開への支援。 

 第２号、事業承継及び創業促進に関すること。 

 第３号、人材確保及び育成のための雇用促進、職業能力の開発、向上に関すること。 

 第４号、中小企業者、小規模企業者とそれ以外の者との連携に関すること。 

 第５号、融資制度、信用補完事業の充実に関すること。 

 第６号、調査及び情報収集、提供に関すること。 

 第７号、前各号に掲げるもののほか、振興に関する施策の総合的、計画的に推進するた

めに必要な事項。 

 第７条では、中小企業者・小規模企業者の努力として、基本理念に基づき、主体的な経

営の向上および改善を図り、事業活用を通じて地域の振興に資するよう努めることを規定

しております。 

 第８条は、商工会の役割として、中小企業者・小規模企業者に対し積極的な支援を行う

よう努めると規定してございます。 

 第９条では、大企業者の役割として、中小企業者・小規模企業者と連携、協力すること

と、２項で町が実施する振興施策に協力するよう努めることを規定しております。 

 第１０条は、金融機関が中小企業者、小規模企業者への支援および町が実施する振興施

策に協力するよう努めることを規定しております。 

 第１１条では、学校教育法第１条に規定する町内に設置されました学校が職場体験や職

業に関する理解を深める学習等を通じて、地域の次世代を担う人材育成に協力するよう努

めることを規定しておりますが、第２項で、その協力は、学校その他教育機関の自由かつ

自律的な意志により行われるものとしております。 

 第１２条では、町民の理解と協力として、中小企業・小規模企業の振興が本町経済の発

展および町民生活の向上に果たす役割の重要性を認識し、協力するよう努めることを規定

しております。 

 第１３条では、町は施策を実施するために必要な財政措置を講ずるよう努めることと規

定しております。 

 付則といたしまして、この条例は、平成３０年４月１日から施行することとしておりま

す。 
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 以上、議案第２３号の提案説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上原豊茂君） 以上をもって、議案第１７号、議案第１８号、議案第２０号、議

案第２２号、議案第２３号、各案に対する提案理由の説明が終了いたしました。 

 

    ◎議案第２４号、議案第２５号 

○議長（上原豊茂君） この際、日程第２６、議案第２４号、日程第２７、議案第２５号

は、関連する議案なので一括議題といたします。 

 各案に対する提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 まず、議案第２４号 町道路線の廃止についての提案理由の説明を求めます。議案書９

５ページです。 

 建設課長。 

○建設課長（山内啓伸君） 議案第２４号の提案説明を申し上げます。議案書９５ページ

をご覧ください。 

 議案第２４号 町道路線の廃止について。 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、次の町道路線を廃

止しようとするものであります。 

 記としまして、廃止する路線は、路線番号５３の西幸町北３条線であります。 

 起点は、訓子府町西幸町２３番地、終点は、訓子府町西幸町２５番地で、重要な経過地

は、西幸町であります。 

 路線の位置につきましては、次ページの図をご覧いただきたいと思いますが、このたび

の幸栄団地整備工事に伴い、この後、議案第２５号で提案説明させていただくとおり終点

が変更になることから、本路線、総延長にして約４３ｍを廃止するものであります。 

 以上、議案第２４号の提案説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上原豊茂君） 次に、議案第２５号 町道路線の認定についての提案理由の説明

を求めます。議案書９７ページです。 

 建設課長。 

○建設課長（山内啓伸君） 議案第２５号の提案説明を申し上げます。議案書９７ページ

をご覧ください。 

 議案第２５号 町道路線の認定について。 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定により、次のように町道路線を認定

しようとするものであります。 

 記としまして、認定する路線は、路線番号５３の西幸町北３条線であります。 

 起点は、訓子府町西幸町２３番地、終点は、訓子府町西幸町１７番地で、重要な経過地

は、西幸町であります。 

 路線の位置につきましては、次ページの図をご覧いただきたいと思いますが、西幸町団

地線から西に向かい幸栄団地線までで、昨年新築した幸栄団地の北側について、町道の利

便性を高めるため、新たに道路整備をしたものであり、総延長は８８．１５ｍであります。 

 本件につきましては、幸栄団地整備工事整備に伴い、先ほど議案第２４号で廃止の提案
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説明をした同路線の終点を４５ｍほど西方向に変更するため、新たな路線として町道に認

定しようとするものであります。 

 以上、議案第２５号の提案説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上原豊茂君） 以上をもって、議案第２４号、議案第２５号の提案理由の説明を

終了いたしました。 

 

    ◎散会の宣告 

○議長（上原豊茂君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて散会することに決定いたしました。 

 ご苦労さまでした。 

 明日も午前９時３０分から開会いたしますのでご参集よろしくお願いいたします。 

 

 

散会 午後 ４時３０分 


